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3月 定例会 (1)

令和 5年 3月 15日 (木) 14時 00分

県庁行政棟 「教育委員会室」

開 催 日 時

開 催 場 所

1開   会

2 前回会議録の承認

3議   案

4報 と
ロ

O第 34号議案
コミュニティ・スクールの導入について (高校教育課)

O第 35号議案

県立学校教職員の人事評価に関する規則の改正について

(教職員課・高校教育課・特別支援教育課)

○ 第 36号議案

博物館の登録に関する規則の改正について (学芸文化課)

O第 37号議案

長崎県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在 り方等に関する

(学芸文化課・体育保健課)方針 (案)について

(1)公立の小学校等の校長及び教員 としての資質向上に関する

指標の改訂について       (義 務教育課 。高校教育課・体育保健課 。教育センター)

(2)「子供たちの自尊感情を高める教職員ガイ ドブック」について

(3)令和 4年度第 2回長崎県立長崎図書館協議会の会議結果について

(児童生徒支援課)

(長崎図書館)



第 34号議案

(高校教育課)

コミュニテイ ロスクールの導入について

(提案理由) :
県立学校において、学校や地域の実態に応じて、「学校評議員」等の組織や機能を整理・

統合し、段階的に「コミュニティ・スクール」の導入を図り、地域との連携体制を強化

し、地域とともにある学校づくりを推進する。

まずは、令和 5年度に北松西高等学校 。中五島高等学校に導入するに当たつて、「長崎

県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」を定めようとするものである。

※コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会」を設置した学校のこと。

(内 容 )

規則の詳細は別添のとお りとする。

(今後のスケジュール )

令和 5年度  1学年 1学級規模の学校 (2校 )

北松西、中工島

令和 6年度 1学年 1学級規模の学校 (4校 )

宇久、豊玉、奈留、平戸

令和 7年度  1学年 2学級規模の学校 (9校 )

諫早東、上対馬、互島南、大崎、西彼杵、

に導入する。

に導入を目指す。

に導入を目指す。

小浜、西彼農業、五島海陽、島原翔南

(参 考)

1 長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ2025(令 和 3年度～令和 7年度)

・県立高校にコミユニテイ・スクールの導入を検討し、地域との組織的・継続的な連

携・協働体制を構築

2 本県・九州各県のコミュニティ・スクール導入状況 (令和 4年 5月 1日 現在)

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

長崎県 65を吏 25池吏 0校 0校

福岡県 309左吏 128校 1校 0校

佐賀県 80を吏 31花館 11校 0校

熊本県 204校 104校 50セ覚 21校

大分県 224校 103校 2校 1校

宮崎県 123校 69を吏 7校 0校

鹿児島県 205を吏 89フ険 1校 0校

…
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長崎県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則 (案 )

(目 的)

第 1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号。

以下 「法」とい う。)第 47条の 5に規定する、県立学校における学校運営協議会 (以下「協

議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第 2条 長崎県教育委員会 (以下 「教育委員会」という。)は、教育委員会及び県立学校の校長
の権限と責任の下、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、その

所管に属する学校ごとに、協議会を設置するように努める。ただし、学校教育法 (昭和 22年
法律第 26号)第 71条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して

施す場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2教育委員会は、協議会を設置 しようとするときは、あらかじめ、当該協議会がその運営及び

当該運営への必要な支援に関して協議する学校 (以下 「封象学校」という。)の校長、当該学

校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴 くもの

とする。

3教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校を明示 し、当該姑象学校に対 して通知す

るものとする。

(基本的な方針の承認 )

第 3条 姑象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成 し、当該対象学

校の協議会の承認を得るものとする。

一 学校経営計画に関すること

二 教育課程の編成に関すること

三 組織編成に関すること

四 予算執行に関すること

工 施設管理及び施設設備等の整備に関すること

六 その他当該対象学校の校長が必要と認める事項

2対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従つて学校運営を行 うものとす

る。

(教育委員会等に封する意見)

第 4条 協議会は、封象学校の運営に関する事項 (次項に規定する事項を除く。)について、教

育委員会又は対象学校の校長に姑して、意見を述べることができる。
2協議会は、対象学校の職員の任用に関する事項について、教育委員会に姑して意見を述べる

ことができる。

3前項の意見について、法第 47条の 5第 7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の

教育上の課題を踏まえた事項であって、職員個人を特定しない‐般的なものとする。
4協議会は、教育委員会に対 して第 1項及び第 2項の意見を述べようとするときは、あらかじ

め、対象学校の校長の意見を聴 くものとする。
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(学校運営に関する評価及び情報提供)

第 5条 協議会は、毎年度 1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行 うものとする。

2協議会は、姑象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報

を、積極的に提供するよう努めなければならない。

(組織 )

第 6条 協議会は、委員 15人以内で組織する。

2委員は、次に掲げる者のうちから校長の推薦により教育委員会が任命する。

一 保護者

二 地域住民

三 学識経験者

四 関係行政機関の職員

工 対象学校の代表者

六 その他、教育委員会が適当と認める者

(守秘義務等)

第 7条 委員は、職務上知 り得た秘密を漏 らしてはならない。その職を退いた後も同様 とする。

2 前項に規定するほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 委員たるにふさわしくない非行を行 うこと。

二 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

三 その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行 うこと。

(任期等)

第 8条 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、再任を妨げない。ただし、当該委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬 )

第 9条 委員の報酬は別に定める。

(会長及び副会長)

第 10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長が会務を総理 し、協議会を代表する。

も 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。

(会議 )

第 11条 協議会の会議 (以下 「会議」という。)は、会長が招集する。

2会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5会長は、会議録を作成 し、保管しなければならない。
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(会議の公開)

第 12条 会議は、特別の事情により協議会が必要と認めた場合を除き、公開する。
2会議を傍聴 しようとする者はヽあらかじめ会長に申し出なければならない。
3傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修 )

第 13条 教育委員会は、委員に封してく協議会及び委員の役割、責任等について正 しい理解を

得るため、必要な研修を行 うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第 14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応 じて指導及び

助言を行 うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生

じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措

置を講ずるものとする。

2教育委員会及び姑象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行 うことができるよう必要な

情報の提供に努めなければならない。

(委員の解任 )

第 15条 教育委員会は、委員から辞任の申出を受けた場合のほか、次のいずれかに該当すると

きは、委員を解任することができる。

一 第 7条の規定に違反 したとき

二 委員がJい身の故障のため職務を遂行することができないとき

三 その他解任に相当する事由が認められるとき

2封象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育

委員会に報告しなければならない。

(そ の他 )

第 16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営にういて必要な事項は、教育委員会教育

長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

令和0年長崎県教育委員会規則第●号
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第 35号議案

(高校教育課・教職員課・特別支援教育課)

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の一部改正について

(提案理由)

新たな人事評価制度において、令和 6年度から前年度の評価結果を給与に反映する

ことに伴い、被評価者及び評価者の区分について、長崎県立学校教職員の人事評価に

関する規則 (平成 18年長崎県教育委員会規則第 5号)の二部を改正しようとするもの

である。

(内 容)

別紙規則案のとおり

被評価者の部主事の一次評価者を校長に変更するとともに、評価者の区分に最終評

価者を追加するため、所要の改正を行うこと。 (第 7条、第 8条関係)

施行 日 :令不日5年 4月 1日

(最終改正年月 日 令和 3年 12月 7日 )
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(規則案)

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則 (平成18年長崎県教育委員会規貝ll第 5号)の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

(人事評価の実施)

第 7条 人事評価は、一次評価者、二次評価者及び最終評価者が実施する。

2 -次評価者は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、その評価結

果を人事評価票に記載し、二次評価者 (二次評価者を設定してい い場合には最

終評価者)に提出するものとする。

3 Vヽ

果を人事評価票に記載 し、最終評価者に提出するものとする。

4 最終評価者は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、

果を人事評価票に記載し、県教育長に提出するものとする。

、それぞれの評価を受ける教職員 (以下「被評価者」という。)につい

て、 5段階で評価を行うものとする。

(評価者)

第 8条 人事評価は、被評価者の区分に応じ、次の表に掲げる下次評価者、二次評

価者及び最終評価者が行うものとする。

最終評価者

県教育長

県教育次長

二次評価者

県教育次長

高校教育課長

教職員課長

特別支援教育課

長

一次評価者

葛校教育課長

佼長

被評価者

険長

副校長 教頭

事務長

部主事

別 紙

(人事評価の実施)

第 7条 人事評価は、一次評価者及び二次評価者が実施する。

2 -次評価者は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、

果を人事評価票に記載し、二次評価者に提出するものとする。

その評価結

は、教職員の評価期間における勤務成績の評価を行い、その評価結

果を人事評価票に記載し、県教育長に提出するものとする。

、それぞれの評価を受ける教職員 (以下「被評価

者」という。)について、5段階で評価を行うものとする。

(評価者)

第8条 人事評価は、被評価者の区分に応じ、次の表に掲げる一次評価者及び二次

評価者が行うものとする。

二次評価者

県教育長

高校教育課長

歓職員課長

険長

一次評価者

高校教育課長

険長

副校長又は教頭の内で

佼長が指定する者

被評価者

校長

副校長 教頭

事務長

部主事

１
６
， その評価結 3

改正前改正後



佼長

魯:岳とζ言葉
|

指定する者

船長

主幹教諭 (部主事を除く。) 指

導教諭 教諭 (助教諭、講師を含

む。以下同じ。) 養護教諭 (養

護助教諭を含む。以下同じ。)

栄養教諭 実習助手 寄宿舎指導

1昌長

事務職員 栄養士 船長 機

V口
(員

(船長、機関長を除く。以下

同じ。)   
‐

r父長副↓校長、教頭、部主事

又は事務長の内で校長

が指定する者

船長

主幹教諭 (部主事を除く。) 指

導教諭 教諭 (助教諭、講師を含

む。以下同じ。) 養護教諭 (養

護助教諭を含む。以下同じ。)

lg]警

醗職賓

習

贄墓士

寄

猛宣

指

極

船員 (船長、機関長を除く。以下

同じ1)

附 則

この規則は、令和 5年 4月 1日 から施行する。

Ｉ
司
，



第 36号議案

(学芸文化課 )

博物館の登録に関する規則の改正について

(提案理由)

令和 5年 4月 1日 か ら施行 される博物館法及び博物館法施行規則に基づき、

博物館の登録に関する規則 (昭和 27年長崎県教育委員会規則第 3号)の全部を

改正 しようとするものである。

(主な改正要旨)

1 博物館の登録だけでなく、博物館相当施設の指定に伴う博物館法及び同法

施行規則の実施に関して必要な事項を定めることになるため、規則名の改

正を行うこと。

2 地方公共団体、一般社団法人・財団法人等に限定していた博物館の設置者要

件を改め、法人類型にかかわらず登録できることとし、博物館の登録に加え

て博物館相当施設を指定することについて、所要の改正を行うこと。

(第 4条第 1項関係 )

3 登録された博物館及び指定された博物館相当施設が、その運営状況を県教

育委員会へ定期的に報告すること、登録又は指定に関して県教育委員会が

勧告や命令、取り消し等を行 うことができることを定めることに伴い、所要

の改正を行 うこと。

(第 7条、第 9条関係)

(内 容 )

別紙 「規則案」のとおり

施行 日 令不日5年 4月 1日
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別紙

(規只lJ案 )

博物館法施行細則

博物館の登録に関する規則 (昭和 27年長崎県教育委員会規則第 3号)の全部を改正する。

(目 的)               ィ

第 1条 この規則は、博物館法 (昭和 26年法律第 285号。以下「法」という。)、 博物館

法施行令 (昭和 27年政令第 47号。以下「施行令」という。)、 及び博物館施行規則 (昭和

30年文部省令第 24号。以下「施行規則」という。)の実施に関し、必要な事項を定める

ものとする。

(登録又は指定)

第 2条 法第 11条による博物館を設置しようとする者は、「博物館登録原簿 (別記様式第

1号 )」 に長崎県教育委員会 (以下「県教育委員会」という。)の登録を受けるものとする。

また、県教育委員会は、法第 31条 により博物館の事業に類する事業を行う施設 (以下「相

当施設」という。)を指定することができるものとする。

(登録又は指定の申請)

第 3条 前条の登録を受けようとする者は、設置しようとする博物館について別記様式第

2-1号の登録申請書を、相当施設の指定を受けようとする者は、別記様式第 2-2号の

指定申請書を県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書又は指定申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)館則 (博物館又は相当施設の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の運営上

必要な事項を定めたものをいう。)の写し

(2)次条第 1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類

(登録又は指定要件の審査、実施等)

第 4条 県教育委員会は、前条の規定による登録又は指定の申請があつた場合においては

当該申請に係る博物館又は相当施設が次に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、

備えていると認めたときは登録申請書記載事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登

録 (相当施設においては指定)を行うとともに、その旨を当該申請者に通知し、インター

ネットの利用その他の方法により公表する。備えていないと認めたときは、登録又は指定

しない旨をその理由を附記した書面で当該申請者に通知する。

(1)設置法人の適格性

当該申請に係る博物館又は相当施設の設置者が次のア又はイに掲げる法人のいずれ

かに該当すること。

ア 地方公共団体又は地方独立行政法人

イ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人

・博物館又は相当施設を運営するために必要な経済的基盤を有すること。

。当該申請に係る博物館又は相当施設の運営を担当する役員が、博物館又は相当施設を

運営するために必要な知識又は経験を有すること。
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。当該申請に係る博物館又は相当施設の運営を担当する役員が、社会的信望を有するこ

と。

(2)過去 2年間の登録取 り消しの有無

当該申請に係る博物館又は相当施設の設置者が、第 10条の規定により登録又は指定

を取 り消され、その取消しの日から二年を経過しない者ではないこと。

(3)博物館又は相当施設の体制に関する基準

博物館又は相当施設の体制が、以下の基準に適合すること。  .
ア 博物館資料 (相当施設においては「資料」。以下同じ。)の収集、保管及び展示 (イ

ンターネットの利用その他の方法により博物館資料 (資料)に係る電磁的記録を公開

することを含む)並びに博物館資料 (資料)に関する調査研究の実施に関する基本的

運営方針を策定し、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館又は相当施設を

運営する体制を整備 していること。

イ 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料 (資料)の収集及び管理の方針を定め、

当該方針に基づき、博物館資料 (資料)を体系的に収集する体制を整備していること。

ウ 前号に規定する博物館資料 (資料)の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物

館資料 (資料)の 目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制

を整備していること。

エ ー般公衆に対 して、所蔵する博物館資料 (資料)の展示を行い、又は特定の主題に

基づき、所蔵する博物館資料 (資料)若 しくは借用した博物館資料 (資料)に よる展

示を行う体制を整備 していること。

オ 単独で又は他の博物館若くは法第 3条第 1項第 12号に掲げる学術若 くは文化に

関する諸施設と共同で、博物館資料 (資料)に関する調査研究を行い、その成果を

活用する体制を整備 していること。

(4)学芸員 (相 当施設においては学芸員に相当する職員)そ の他の職員の配置に関する基準

学芸員 (相当施設においては学芸員に相当する職員)そ の他の職員の配置が、以下の

基準に適合すること。

ア 基本的運営方針に基づいて博物館又は相当施設の管理運営を行うことができる館

長が置かれていること。

イ 学芸員 (相当施設においては学芸員に相当する職員)が置かれていること。

ウ 基本的運営方針に基づく博物館又は相当施設の運営に必要な職員が置かれている

こと。

(5)施設及び設備に関する基準

施設及び設備が、以下の基準に適合すること。

ア 博物館資料 (資料)の収集、保管及び展示並びに博物館資料 (資料)に関する調査

研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

イ 博物館又は相当施設の規模及び展示内容に応 じ、利用者の安全性及び利便性の確
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保のために必要な配慮がなされていること。

ウ 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館又は相当施設

の利用に困難を有する者が博物館又は相当施設を円滑に利用するための配慮がなさ

れていること。

(6)開館に関する基準

博物館の場合 1年を通 じて 150日 以上開館し、相当施設の場合 1年を通じて 100日

以上開館すること。

2 前項の審査に際しては単に書面審査にとどまらず、学識経験者、専門機関等の意見を徴

するものとする。

(登録又は指定事項等の変更)

第 5条 登録された博物館の設置者は、法第 12条第 1項各号に掲げる事項又は同条第 2項

に規定する添付書類の記載事項について、指定された相当施設 (以下「指定施設」という。)

の設置者は、施行規則第 23条に掲げる事項又は同条第 2項に規定するか付書類の記載事

項について、重要な変更をするときはその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県教育委員会は、当該博物館に係る登録事項の変更登録又は指定施設に係る指定変更

があったときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければな

らない。

第 6条 登録された博物館の設置者は、法第 12条第 2項に規定する添付書類の博物館資

料 (資料)目録に変更があったときは、指定施設の設置者は、施行規則第 23条第 2項に

規定する添付書類の博物館 (資料)目 録に変更があったときは、重要な変更があったとき

を除く外はその変更届を四半期毎に県教育委員会に提出しなければならない。

(県教育委員会への定期報告)

第 7条 博物館又は指定施設の設置者は、運営の状況が把握できる刊行物等の提出により

当該博物館又は指定施設の運営状況を毎年報告しなければならない。

(報告又は資料の提出)

第 8条 博物館又は指定施設の設置者は、県教育委員会よりその登録又は指定に係る博物

館又は指定施設の適正な運営に関し報告又は資料の提出を求められたときは、これを提

出しなければならない。

(勧告及び命令)

第 9条 県教育委員会は、その登録に係る博物館が法第 13条第 1項各号のいずれかに該当

しなくなったと認める時は、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧

告することができる。

2 県教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなく

てその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該博物館の設置者に対し、期限を定めて、

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 県教育委員会は、第 1項及び前項の規定により、当該博物館の設置者に対して勧告及び
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命令を行うときは、あらかじめ学識経験者、専門機関等の意見を徴するものとする。

(登録又は指定の取消し)

第 10条 県教育委員会は、その登録に係る博物館又は指定施設の設置者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該博物館又は指定施設の登録又は指定を取 り消すことができ

る。

(1)偽 りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2)第 5条の規定による届出をせず、文は虚偽の届出をしたとき。

(3)第 7条の規定に違反 したとき。

(4)第 8条の報告若くは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若 くは資料の提出をしたとき。

(5)前条第 2項の規定による命令に違反したとき。(博物館に限るも)

(6)博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなったと県教育委員会が認める

とき。(指定施設に限る。)

2 県教育委員会は、前項の規定により登録又は指定の取消しを行うときは、あらかじめ学

識経験者、専門機関等の意見を徴するものとする。

3 県教育委員会は、第 1項の規定により登録又は指定の取消しを行ったときは、速やか

にその旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(博物館の廃止)

第 11条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、すみやかにその旨を県教育委員会

に届け出なければならない。

2 県教育委員会は、前項の規定により届出があったときは、当該届出に係る博物館の登録

をまっ消するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなけ

ればならない。

附 只1

この規則は、令和 5年 4月 1日 から施行する。
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別記様式第 1号

博 物 館 登 録 原 簿

(用紙寸法は縦26セ ンチ、横18セ ンチとする)

事   項

登  録 登録変更 登録変更

年月 日 年 ・月 日

年月 日 年 月 日 年月日 年 月 日
記 号

番 号
第   号

設置者の名

称又は住所

名    称

所 在 地

備    考
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別記様式第 2-1号

設置者  氏   名

長崎県教育委員会 様

博 物 館 登 録 申 請 書

博物館法第 12条の規定により下記の博物館について登録いただきたく、書類を付して申

請 しますも

1 指定を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所

2 指定を受けようとする博物館の名称及び所在地

3 博物館資料目録 (別記様式第 3号 )

4 博物館職員一覧表 (別記様式第 4号 )

月  日

住 所

年

記
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別記様式第 2-2号

年  月

住

設置者  氏   名

長崎県教育委員会 様

博 物 館 相 当 施 設 指 定 申 請 書

博物館法施行規則第 23条の規定により下記の施設について指定いただきたく、書類を付

して申請します。

1 指定を受けようとする博物館相当施設の設置者の名称及び住所

2 指定を受けようとする博物館相当施設の名称及び所在地

3 博物館資料目録 (別記様式第 3号 )

4 博物館職員一覧表 (別記様式第 4号 )

日

所

記
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別記様式第 3号

博 物 館 資 料 目 録

(部門別に括めて記載すること)

名 称 数 塁 備 考 名    称 数 量 備 考
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別記様式第 4号

博 物 館 職 員 一 覧 表

職   名 氏   名 生年月 日 満 年 齢

任用又は

採用年月

日

俸  給
職

内

務

容
略  歴
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長崎県教育委員会規則 新旧対照表

○博物館法施行細則

改正後

博物館の登録に関する規則 (昭和27年長崎県教育委員会規則第 3号 )の全部を改正する。

(登録又は指定)

第 2条 法第11条による博物館を設置しようとする者は、「博物館登録原簿 (別 記様式第 1号 )」 に長崎県教育委員会

(以下「県教育委員会」という。)の登録を受けるものとする。また、県教育委員会は、法第31条 により博物館の事業

に類する事業を行う施設 (以下「相当施設」という。)を指定することができるものとする。

(登録又は指定の申請)

第 3条 前条の登録を受けようとする者は、設置 しようとする博物館について別記様式第 2-1号 の登録申請書を、相

当施設の指定を受けようとする者は、別記様式第 2-2号 の指定申請書を県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書又は指定申請書には次に掲げる書類を添付 しなければならない。

(1)館 則 (博物館又は相当施設の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の

写し

(2)次条第 1項各号に掲げる基準に適合 していることを証する書類

○博物館の登録に関する規則

2 前項の登録申請書には次に掲げる書類を添付 しなければならな

tヽ 。

(1)公立博物館にあっては、設置条例の写 し、館則の写 し、直接博物

館の用に供する建物及び土地の面積を記載 した書面及びその図面、当

該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積 りに関する書類、別

記様式第 3号の博物館資料の目録並びに別記様式第 4号の博物館職員

一覧表

(2)私立博物館にあっては、当該法人の定款の写 し又は当該宗教法人

の規則の写 し、館則の写 し、直接博物館の用に供する建物及び土地の

面積を記載 した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び

収支の見積 りに関する書類、別記様式第 3号の博物館資料の目録並び

に別記様式第 4号の博物館職員一覧表

博物館法第16条の規定に基き、博物館の登録に関する規則を次のよう

に定める。

(目 的)

改正前

(目 的)

第 2条 地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は宗教

法人が、情物館を設置しようとするときは、長崎県教育委員会 (以下

「県教育委員会」という。)に備える別記様式第 1号の博物館登録原

簿に登録を受けなければならない。

第 3条 前条の博物館原簿に登録を受けようとする者は、設置 しよう

とする博物館について別記様式第 2号の登録申請書を県教育委員会に

提出しなければならない。

(登録の申請)

第 1条 この規則は、博物館法 (昭和26年法律第285号。以下「法」という。)、 博物館法施行令 (昭和27年政令第47

号。以下「施行令」という。)、 及び博物館施行規則 (昭和30年文部省令第24号。以下「施行規則」という。)の実施

第 1条 この規則は、博物館法 (昭和26年法律第285号。以下「法」と

いう。)第 16条の規定に基き博物館の登録に関し必要な事項を定める

(登録)

に関し、必要な事項を定めるものとする。 ことを目的とする。
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第4条 県教育委員会は、前条の規定による登録又は指定の申請があった場合においては当該申請に係る博物館又は相

当施設が次に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは登録申請書記載事項及び登録の年

月日を博物館登録原簿に登録 (相 当施設においては指定)を行うとともに、その旨を当該申請者に通知し、インター

ネットの利用その他の方法により公表する。備えていないと認めたときは、登録又は指定しない旨をその理由を附記し

た書面で当該申請者に通知する。

(1)設置法人の適格性

当該申請に係る博物館又は相当施設の設置者が次のア又はイに掲げる法人のいずれかに該当すること。

ア 地方公共団体又は地方独立行政法人

イ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人

・博物館又は相当施設を運営するために必要な経済的基盤を有すること。

・当該申請に係る博物館又は相当施設の運営を担当する役員が、博物館又は相当施設を運営するために

必要な知識又は経験を有すること。

・当該申請に係る博物館又は相当施設の運営を担当する役員が、社会的信望を有すること。

(2)過去 2年間の登録取 り消 しの有無

当該申請に係る博物館又は相当施設の設置者が＼第10条の規定により登録又は指定を取 り消され、その取消 しの日

から二年を経過 しない者ではないこと。

(3)博物館又は相当施設の体制に関する基準

博物館又は相当施設の体制が、以下の基準に適合すること。

ア 博物館資料 (相当施設においては「資料」。以下同じ。)の収集、保管及び展示 (イ ンターネットの

利用その他の方法により博物館資料 (資料)に係る電磁的記録を公開することを合む)並びに博物館資料

(資料)に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し、当該方針に基づき、相当の公益性を

もって博物館又は相当施設を運営する体制を整備していること。

イ 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料 (資料)の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、

博物館資料 (資料)を体系的に収集する体制を整備していること。

ウ 前号に大見定する博物館資料 (資料)の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料 (資料)の

目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していることぉ

改正前

(登録要件の審査)

第 4条 県教育委員会は、前条の規定による登録の申請があった場合

においては当該申請に係る博物館が次に掲げる要件を備えているかど

うかを審査 し、備えていると認めたときは登録申請書記載事項及び登

の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登

申請者に通知し備えていないと認めたときは、登録しない旨をその

理由を附記した書面で当該登録申請者に通知する。

(1) 法第 2条第 1項に規定する目的を達成するために必要な博物館資

あること

(2)法第 2条第 1項に規定する目的を達成するために必要な学芸員そ

の他の職員を有すること

(登録又は指定要件の審査、実施等)

改正後
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改正後

エ ー般公衆に対 して、所蔵する博物館資料 (資料)の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する

博物館資料 (資料)若 しくは借用 した博物館資料 (資料)に よる展示を行 う体制を整備 していること。

オ 単独で又は他の博物館若 くは法第 3条第 1項第12号に掲げる学術若 くは文化に関する諸施設と共同で、

博物館資料 (資料)に 関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備 していること。

(4)学芸員 (相 当施設においては学芸員に相当する職員)そ の他の釉員の配置に関する基準学芸員 (相当施設においては

学芸員に相当する職員)そ の他の職員の配置が、以下の 基準に適合すること。

ア 基本的運営方針に基づいて博物館又は相当施設の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。

イ 学芸員 (相 当施設においては学芸員に相当する職員)が置かれていること。

ウ 基本的運営方針に基づく博物館又は相当施設の運営に必要な職員が置かれていること。

(5)施設及び設備に関する基準

施設及び設備が、以下の基準に適合すること。

ア 博物館資料 (資料)の収集、保管及び展示並びに博物館資料 (資料)に 関する調査研究を安定的かつ

継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

イ 博物館又は相当施設の規模及び展示内容に応 じ、利用者の安全性及び利便性の確保のために必要な

配慮がなされていること。

ウ 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館又は相当施設の利用に困難を

有する者が博物館又は相当施設を円滑に利用するための配慮がなされていること。

(6)開館に関する基準

博物館の場合 1年を通 じて150日 以上開館 し、相当施設の場合 1年を通 じて100日 以上開館すること。

2 前項の審査に際しては単に書面審査にとどまらず、学識経験者、専門機関等の意見を徴するものとする。

(登録又は指定事項等の変更)

第 5条 登録 された博物館の設置者は、法第 12条第 1項各号に掲げる事項又は同条第 2項 に規定する添付書類の記載事

項について、指定 された相当施設 (以下「指定施設」 という。)の設置者は、施行規則第23条 に掲げる事項又は同条第

2頃 に規定する添付書類の記載事項について、重要な変更をするときはその旨を教育委員会 に届 け出なければならな

もヽ。

2 県教育委員会は、当該博物館に係る登録事項の変更登録又は指定施設に係る指定変更があったときは、その旨をイ

ンターネットの利用その他の方法により公表 しなければならない。

改正前

(3)法第 2条第 1項に規定する目的を達成するために必要な建物及び

土地があること

(4)1年 を通 じて150日 以上開館すること

2 前項の審査に際 しては単に書面審査にとどまらず、学識経験者、

専門機関等の意見を徴するものとする。

(登録事項等の変更)

第 5条 博物館の設置者は、法第11条第 1項各号に掲げる事項又は同

条第 2項 に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があった

ときはその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県教育委員会は法第11条第 1項各号に掲げる事項に変更があった

ことを知ったときは、当該博物館に係る登録事項の変更登録をしなけ

ればならない。

第 6条 登録された博物館の設置者は、法第12条第 2項に規定する添付書類の博物館資料 (資料)目 録に変更があった

ときは、指定施設の設置者は、施行規則第23条第2頃に規定する添伺書類の博物館 (資料)日 録に変更があったとき

は、重要な変更があったときを除く外はその変更届を四半期毎に県教育委員会に提出しなければならない。

6条 博物館の設置者は法第11条第 2項に規定する添付書類の博物

目録に変更があったときは、重要な変更があったときを除く外

はその変更届を四半期毎に県教育委員会に提出しなければならない。
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第 8条 博物館又は指定施設の設置者 tよ、県教育委員会よりその登録又は指定に係る博物館又は指定施設の適正な運営

に関 し報告又は資料の提出を求められたときは、これを提出しなけれ′ばならない。

(勧告及び命令)

第 9条  県教育委員会は、その登録に係る博物館が法第13条第 1項各号のいずれかに該当しなくなったと認める日寺は、

当該博物館の設置者に対 し、必要な措者にをとるべきことを勧告することができる。

2 県教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかったときは、当該博物館の設置者に対 し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで

きる。

3 県教育委員会は、第 1項及び前項の規定により、当該博物館の設置者に対 して勧告及び命令を行うときは、あらか

じめ学識経験者、専門機関等の意見を徴するモ)の とする。

(登録又は指定の取消 し)

第10条 県教育委員会は、その登録に係る博物館又は指定施設の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

博物館又は指定施設の登録又は指定を取 り消すことができる。

(1)偽 りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2)第 5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3)第 7条の規定に違反 したとき。

(4)第 8条の報告若 くは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若 くは資料の提出をしたとき。

(5)前条第 2項の規定による命令に違反 したとき。 (博物館に限る。)

(6)博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなったと県教育委員会が認めるとさ。 (指定施設に「)Fく る。)

2 県教育委員会は、前頃の規定により登録又は指定の取消 しを行うときは、あらかじめ学識経験者、専門機関等の意

見を徴するものとする。

3 県教育委員会は、第 1項の規定により登録又は指定の取消 しを行ったときは、速やかにその旨をインターネットの

利用その他の方法により公表 しなければならない。

(博物館の廃止)

第11条 博物館の設置者は、博物館を廃止 したときは、すみやかにその旨を県教育委員会に届け出なければならない。

2 県教育委員会は、前項の規定により届出があつたときは、当該届出に係る博物館の登録をまっ消するとともに、そ

の旨をインターネットの利用その他の方法により公表 しなければならない。

第 7条  博物館又は指定施設の設置者は、運営の状況が把握できる刊行物等の提出により当該博物館又は指定施設の運

営状況を毎年報告 しなけ″lフ ばならない。

改正後

(県 教育委員会への定期報告)

(報告又は資料の提出)

改正前

(登録の取消)

第 7条 県教育委員会は、博物館が法第12条各号に掲げる要件を欠く

に至ったものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて登録 した事実を

発見 したときは、当該博物館に係る登録を取 り消すものとする。但 し

博物館が天災その他やむを得ない事由により要件を欠くに至った場合

においては、その要件を欠くに至った日から2年間はこの限りでな

い 。

2 県教育委員会は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、

当該博物館の設置者に対し、速やかにその旨を通知する。

(博物館の廃止)

8条 博物館の設置者は、博物館を廃止 したときは、すみやかにそ

の旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県教育委員会は、博物館の設置者が当該博物館を廃上 したとき

は、その当該博物館に係る登録をまっ消する。
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改正前

別記様式革 2号

年   月   自

住  蔚

朦働鎮設置者 氏     篤

長時県教育委員会様

薄 絢 節 豊 鎌 印 締 書

博初館権第11条 い濃定とこ工中々謹の通 り登ほ歌 したいので期誼書頬添付
`う

と中請段 〔́

ます。

こ 設置者 J「 †ヽ4称及3~般 将;岡 遠大若 しくlよ 一般貯 R,】と人又は年教ユと大におつてはその

倍所

]名  符

3 所在鸞B

改正後

用記様式郵 2-l号

年  月  封

儀 rF

識題者  氏   缶

長崎県敬宙長員全, 棟

博 鶴 館 登 舞 印 講 書

諄鞠齢法準 I含 条のt母定RI,下 記り津物錦にi〉 い‐ぜ登録いただ
=た

く、書類を付 Iて 中

鞘し,す 。

記

1 指定を受 l'よ うとする博物館の講臓考の名〔れ、及び住所

2 指定を受けiう とすお博初館の名称及び所在地

3 博物館資料員縁 (別 認疎式第 3号〉

4 博物館職員 ―史表 Ⅲ守l記擦武第 4号 )
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改正前改正後

麗認様式部 包-2号

年 月   日

佳 所

設置者  氏   名

畏埼県撤育委員会 様

博 駒 館 船 茎 施 憎°費 指 定 中 請 書

辛嘩物館法施行規劇纂 23条の規定により下記 11「,覇こ設tiや いて指定いただきたく、書額を付

とて申請 よ在す。

配

1 指定を受〔,よ うとす る博今好館槽当施設め設暇者の皇棒浪び儀所

全 指建孝髭
`テ

ようとすと癬物露相当施設の名称及びPア「在地

9 博物館贄料目緑 l桝1認僚式第 3号 )

4 博物館職畳一覧寮 (劇記祭式第 4号 )
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改正前

割講様式第 3号

録

僧    考数    量名    存・鱚    考数    量名    称

(部門月llに橋めて記載すること〉

改正後

制記練衰第 3号

儘    考数    量名    稗備    考数    量名    寄

(部門即1に 括めて記載すること)
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容
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改正後
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容
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内
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第 37号議案

(学芸文化課・体育保健課 )

長崎県中学校部活動及び新たな地域タラブ活動の在り方等に

関する方針 (案)について

(提案理由)

国の「学校都活動及び新たな地域クラブ活動の在 り方等に関する総合的なガイ ドライ

ン」の策定を受け、現行の「長崎県運動部活動の在 り方に関するガイ ドライン」及び「長

崎県文化部活動の在 り方に関するガイ ドライン」を統合した「学校部活動」の在り方、

及び地域移行に伴 う f地域クラブ活動」の在り方における本県の方針を策定を

(内 容 )

別添資料 1及び 2の とお り

はじめに

本方針策定の導旨等

I 学校部活動

Ⅱ 新たな地域クラブ活動

Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備

Ⅳ 大会等の在 り方の見直し

終わりに

※資料 1「長崎県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に

関する方針 (案)【概要】」       `

※資料 2「長崎県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在 り方等に

関す る方針 (案 )」

-27-



長崎県中学校都活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等
に関する方針 (案)【概要】

Ottgコ・化が進行する中、将来にわたり生徒がスポーツ・史T鼈芸術活動に継続して親しむこ愁ができる機会を確保するためと霊、解活動の地域移行を契機に、教育委員
会のみならず関係機関 。団体や地域簿逢携を園り馬地域の実情 tこ 薦じた新たなスポー ν`e文化犠衡環境を構築して鰭ヽく亀とが捲嚢。
○金和4隼 12周  圃が r総合的ヂふおガイドラィン』を策定した患とを受け、「長崎県運動部活動の在り方に関するガイドライン」及び「長崎県文化部活動の在り方

に関するガイドライン」を続谷した上で本尾の方針を築窟。

OgIき 続き、学校部活動の麹重な運営や効率的 。効果的な活動の市とり方に力団えて、新た′か`地域グうプ活動の運営体鵠l』 ぐ懃縄肉容について、県の考え方を提承。

1学校都活動は、教育課程外の学校教育のどい中環としての位置づιす。 地域スポーツ 。文化芸術活動は、
霧としての位邑づιす。

学校教育活動外の社会教育法上の社会教育のT

Ｉ
Ю
∞
Ｉ

新たなスポーツ 。文化察術環境の整備に向けで、
り率量むために、その疼向性を示す。

関係者が段階的 。計画鑢に取

(概要)

○まずとまで木目における地域移行の環境整備を行う
○平園の地域移行につ時ヽては、できると患ろから取り籟み、f本 圏の職牽且の状況
等毒検証し、改革を進める

O谷約 5畢魔から舎約 7年度までの診年間を鞭 鞘醐隆期間として地翔酪多行に取
り細み、地域の実情tC薦 じて可能な限り畢期の実践を目指す

8

1地域クラプ活動の実施に伴い、今後の大会等の在 期方につも`て方向!‡建を示す。

※アンダーラインについては、県の室惜に応 じた内容

I学校部活動 工新たな地域クラブ活動

O教師の部活動への関与について、流谷等に基づき業務改善や勤務管理
O部活動指導員やタト都指導者を確保
○鳶身の健康管理 。事故防止の徹底、体罰 。ハラス
①体萎圏   週あたり2園嫉違の体養園 (平 圏 1

O都活動に強等]l         なぃょぅとGす る
O適垂ヂふL部活動数、合同練習′か務ど持続留能ヂょる都活動の在甥疼
O学校部活動の地域連携によるスポーツ・文化芸術活動の推進

づの

園 2O活動時間 園は 3

(概要)

メントの根絶の徹底
圏、過休園 I園 以迭)

(概曇)                       ♂
○地域クうブ活動の運営団体・実施亀体の整備充実           〕

○地域スポ中ツ。文化振興担当部署や学校担当部署、厨団係団体、学校等の関係者
を集めた協議会などの体制の整備

O指導を希望する教員の円滑な兼職兼業の存亀り恵
O競技慈向σ)活動だけでなく馬複数の運動種圏。文化芸術分野など、盗徒の窓絢
等し§麹したプ國グラスの罐保

Of木終園  週あたり2圏嫉血の1ホ基園
(休 園のみ実施する場合は、立 。園時ヽずれか t園 )

※家庭の園 (第 魯園固樫園)を体基圏とこで血置づtす る。
○活動 ll寺 闘 平圏2時間程度、体業国は謬路奪「闘程度

※撮替の具体例を記裁
○′

A《共施設を地域クラブ活動でf費用する際の負担軽減 。円滑ヂふ“奉u躙 1羅進
Ⅲ 学校部活動の地域連携や

地域クラブ活動への移行に向けた環境整備
Ⅳ 大会等の在り方の見直じ

(縄嚢)

○大会参腕資格を単地域グラプ添動の会員等も参加できるよう見直し
○◇翔 5年度からの長蛤醸申撃検総合体育大会の存建り落について承す
○県盈ぴ市既子の大会等ι電対する支援の在とり方 tこ つ転ヽて恐す
○大会等への尋i率、大会運営の方向機ι琶つtヽ て示す
○大会参加の存とり方 (聞イ建圏数の精選馬複警文の活動を経験 したい生徒等の島鬱●0ズ

に対薦 した機会を設 tす る等)



資料 2

長崎県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の

在り方等に関する方針(案 )

令和5年 3月 15日

tv長崎県教育委員会
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5学 校部活動の地域連携
<Ⅱ 新たな地域 クラブ活動 >

1 新たな地域 クラブ活動の在 り方
2適 切な運営や効率的・効果的な活動の推進

(1)参 加者

(2)運営団体 日実施主体

① 地域スポーツ 出文化芸術団体等の整備充実      .
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① 指導者の質の保障
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(5)適 切な休養 日等の設定

① 休養 日

② 活動時間

(6)活動場所

(7)会 費の適切な設定 と保護者等の負担軽減

(8)保険の加入    ~
3学 校 との連携等

<Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域 クラブ活動への移行に向けた環境整備 >
1新 たなスポー ツ E文 化芸術環境の整備方法

(1)休 日の活動の在 り方等の検討

検討体制の整備

段階的な体制の整備              .
日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の段階的推進

方公共団体における総合的 口計画的な取組

会等の在 り方の見直 し>
1 生徒の大会等の参加機会の確 保

2大 会等への参加の引率 や運営 に係 る体制の整備

(1)大 会等への参加の引率

(2)大 会運営への従事

3生 徒の安全確保
4県 大会 をは じめ とす る大会等の在 り方

■終わ りに
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○ 学校部活動は、スポーツ。文化芸術に興味 i関 心のある同好の生徒が自主的・

自発的に参加 し、各部活動の責任者 (以 下 「部活動顧問」 とい う。)の指導の

下、学校教育の一環 として行われ、教師の献身的な支えにより、我が国のスポ

ーツ 。文化芸術振興を担ってきた。

○ また、学校部活動は、生徒の体力や技能の向上に資するだけでな く、責任感

や連帯感の涵養に資するなど、生徒にとって多様な学びの場 として、教育的意

義を有 してきた。

○ しか しなが ら、本県における近年の学校部活動は、少子化による部員不足や

競技の専門性を有 した教員の不足など様々な課題を抱えてお り、これ らの課題

は学校現場だけで解決することが難
・
しくなってきている。

○ 今後、本県においても生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現す るため

には、学校 と地域 との連携・協働 により、学校部活動の在 り方に関 して速やか

に改革に取 り組み、生徒や保護者の負担に十分配慮 しつつ、持続可能な活動環

境を整備する必要がある。

○ 令和 4年 12月 27日 にスポーツ庁及び文化庁が「学校部活動及び新たな地

域クラブ活動等に関する総合的なガイ ドライン」を示 したことか ら、これを踏

′まえた学校部活動の地域連携並びに地域の運営団体 。実施主体による地域スポ

ーツクラブ活動及び地域文化 クラブ活動 (以 下 「地域クラブ活動」 とい う。)

への移行に取 り組むべ く、平成 30年 10月 11日 に策定 した「長崎県運動部

活動の在 り方に関するガイ ドライン」及び令和元年 8月 23日 に策定 した「長

崎県文化部活動の在 り方に関するガイ ドライン」を統合 した上で、本県の方針

を策定するものである。

1、
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(1)本方針は、少子化の中でも将来にわた り、生徒がスポーツ 。文化芸術活動

に継続 して親 しむことができる機会を確保することを目指 し、学校部活動が

生徒にとつて望ま しいスポーツ・文化芸術環境 となるよう、適正な運営や効

率的・効果的な活動の在 り方について示す とともに、新たな地域クラブ活動

を整備するために必要な封応について、県の考え方を示す ものである。

(2)学校部活動の教育的意義や役割については、地域クラブ活動においても継

承 。発展 させ、さらに、地域での多様な体験や様々な世代 との豊かな交流等

を通 じた学びなどの新 しい価値が創 出されるよう、学校教育関係者等 と必要

な連携を図 りつつ、発達段階やニーズに応 じた多様な活動ができる環境を整

えることが必要である。

また、学校部活動の地域移行は、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で

育てる。」とい う意識の下で、生徒の望ま しい成長を保障できるよう、地域の

持続可能で多様な環境の一体的な整備 によ り、地域の実情に応 じたスポー

ツ・文化芸術活動の最適化を図 り、体験格差を解消す ることを目指す もので

ある。

(3)本方針の うち「 I学校都活動」については、公立中学校 (義務教育学校後期課

程、特別支援学校の中等部を含む。 (以 下 「中学校」とい う。))の学校部活動を

対象 とし、生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境を構築するとい う観

点に立ち、以下の点を重視 して、本県の地域、学校、競技種 目・分野等に応 じた

多様な形で最適に実施 されることを目指す。

ア 生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程

2
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との関連 を図 り、合理的でかつ効率的・効果的に取 り組む。

イ 生徒の発達段階に応 じた適切な指導が重要であり、「生徒のバランスのとれ

た生活 と成長の確保」「スポーツ障害の予防」を十分に踏まえ、本人の意欲の

向上のためにも、競技種 目や分野等の特性に応 じた適切な休養 日及び活動時

間を設定する。

ウ 知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「令和型学校教育」の

意義を踏まえ、生徒がスポーツ。文化芸術活動を楽しむことで活力ある生活習

慣の確立を図 り、生涯にわたって心身の健康を保持増進 し、豊かな人生を実現

するための資質・能力を涵養するとともに、バランスのとれた心身の成長 と学

校生活を送ることができるようにする。

工 学校全体 として、前記ア～ウによる学校部活動の指導・運営に係る体制を構

築する。

①県立学校は、本方針に則り、持続可能な学校部活動の在 り方について検討し、

速やかに改革に取り組む。

②市町教育委員会は、スポーツ庁・文化庁が令和 4年 12月 に策定 した「学校

部活動及び新 たな地域 クラブ活動 の在 り方等 に関す る総合的なガイ ドライ

ン」 (以 下 「国の総合的なガイ ドライ ン」とい う。)に則 るとともに、本方針

を参考 として、持続可能な学校部活動 の在 り方 について検討 し、速やかに改

革 に取 り組む。

③県教育委員会は、市町教育委員会及び県立学校に封して、本方針に基づく学

3
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校部活動改革の取組状況について、指導・助言を行 う。

(4)本方針の うち「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」「Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域

クラブ活動への移行に向けた環境整備」「Ⅳ 大会等の在 り方の見直 し」につい

ては、公立中学校の生徒の活動を主な姑象 とし、国立の中学校においても学校

等の実情に応 じて積極的に取 り組むことが望ましい。

(5)県教育委員会は、スポーツ庁及び文化庁における今後の部活動改革の動向を

踏まえ、本方針の見直しを行 う。

4
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学校部活動は、教育課程外の学校教育の一環 としての活動であ り、その設置・

運営は学校の判断により行われ るものである。学校部活動を実施す る場合には、

その本来の目的を十分に果た し、生徒にとって望ましいスポエツ・文化芸術環境

となるよう、以下に示す内容 を徹底する。            、

(1)学校部活動に関する方針の策定等

ア 市町教育委員会は、「国の総合的なガイ ドライン」に則 り、本方針 を参考

に、「設置す る学校に係 る部活動の方針」を策定する。

イ 校長は、市町立学校にあっては「設置する学校に係る部活動の方針」に則

り、県立学校にあっては本方針に則 り、毎年度、「学校の部活動に係る活動

方針」を策定する。また、部活動顧問は、年間の活動計画 (活動 日、休養 日

及び参加予定大会 日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績 (活 動 日時・

場所、体養 日及び大会参加 日等)を 作成 し、校長に提出する。

ウ 校長は、前記イの活動方針、活動計画及び活動実績を学校のホームページ

ヘの掲載等により公表する。

工 県教育委員会及び市町教育委員会は、前記イに関 し、各学校 において学校

部活動の活動方針、活動計画の策定等が効率的に行えるよ う、簡素で活用 し

やすい様式の作成等を行 う。

5
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(2)指 導 田運営に係る体制の構築

ア 校長は、教師だけでなく、部活動指導員
1や外部指導者など適切な指導者 を

確録 してい くことを基本 とし、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を

踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の

観点か ら円滑に学校部活動を実施できるよう、適正な数の学校部活動を設置

す る。

イ 校長は、部活動顧間の決定に当たつては、校務全体の効率的・効果的な実

施に鑑み、教師の他 の校務分掌や本人の抱える事情、部活動指導員の配置状

況等を勘案 した上で行 うなど、学校全体 としての適切な指導、運営及び管理

に係 る体制を構築す る。

その際、学校部活動に関す る研修 を学校代表者が受講 して校内で情報を共

有す るなど、部活動顧問が適切な学校部活動運営に関す る知識や方法の習得

ができるよう配慮す る。

ウ 校長 は、毎 月 の活 動計画及 び活動 実績 の確認 等 に よ り、学校部活動 の活動

内容 を把握 し、生徒 が安全 にス ポー ン・ 文化芸術活動 を行 い、教 師 の負担 が

過 度 とな らない よ う持続 可能 な運 営体制 が整 え られ てい るか等 につ いて、適

宜 、指 導・ 是 正 を行 う。

工 県教育委員会及び市町教育委員会は、都活動顧問を対象 とするスポーツ・

文化芸術活動の指導に係 る知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を

対象 とする学校部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図るための研修

6
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等 の取組 を行 うと

オ 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、教師の学校部活動への関与に

ついて、法令や「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員

の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福社の確保を図るため

に講ずべき措置に関する指針 2」
(令和 2年文部科学省告示第 1号 )に 基づき、

業務改善及び勤務時間管理等を行 う。

力 県教育委員会及び市町教育委員会は、各学校の生徒や教師の数、部活動指

導員の配置状況や校務分担の実態等を踏まえ、部活動指導員の積極的な任用

に努め、学校に配置する。また、教師ではなく部活動指導員が顧問となり指

導や大会等の引率を担 うことのできる体制を構築する。

キ 校長は、都活動指導員が確保できない場合には、外部指導者を配置するなど

指導体制の充実を図る。その際、校長の責任の下に確実に委嘱を行い、「学校

の部活動に係 る活動方針」等に基づいて指導が行われるよう周知 し連携を図る。

また、事故や怪我等の発生時の対応や外部指導者の保険への加入など適切な指

導体制を図る。なお、学校部活動における外部指導者の大会引率等については、

今後、国の制度や大会参加規程等の見直 しを踏まえて、別途、県教育委員会及

び市町教育委員会が定めることとする。

ク 県教育委員会及び市町教育委員会は、部活動指導員等の任用・配置に当た

つては、学校教育について理解 し、適切な指導を行 うために、学校部活動の

位置付
′
イす、教育的意義、生徒の発達段階に応 じた科学的な指導、安全の確保

や事故発 生時 の対応 を適切 に行 うこ と、体罰 (暴力 )やハ ラ
.ス

メ ン ト (生 徒

脅彗Ela摂暑1盤茜窪寺裡蘊暮島圏F壱蔦望し警言圏昂饗霧撃壽高源聖振嬰3〒秀月務縁f詭琶臨▼B守 鋒諷亀き♂岳醤娠
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の人格 を傷つ ける言動 )は 、い かな る場合 も許 され ない こ と、服務 (校長 の

監督 を受 け るこ とや生徒 、保護 者等 の信頼 を損 ね るよ うな行為 の禁止等 )を

遵 守す る こ と等 に関 し、任用 前及 び任用後 の定期 において研 修
3を

行 う。

。ケ 県教育委員会は、部活動指導員や外部指導者を確保 しやす くするため、域

内におけるスポーツ 。文化芸術団体等の協力を得なが ら、指導者の発掘・把

握 に努 め、市町等か らの求めに応 じて指導者 を紹介する人材バンクを整備す

るなどの支援を行 う。

2合理的てかつ効率的 口効果的な活動|の 推進

(1)適 切 な指導 の実施

ア 校長、部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、学校部活動の実施に

当たつては、生徒の心身の健康管理 (ス ポー ツ障害・外傷の予防や文化部活

動 中の障害・外傷の予防、バ ランスのとれた学校生活への配慮等を含む )、

事故防止 (活 動場所にお ける施設・設備の点検や活動における安全対策等 )

を徹底 し、体罰・ハラスメン トを根絶す る。

特に運動部活動においては、文都科学省が平成 25年 5月 に作成 した「運

動部活動での指導のガイ ドライン」に則 り、県教育委員会が平成 26年 1月

に作成 した「運動部活動指導の手引き」及び中央競技団体が作成 。公開する

「指導の手引」等を活用 し、適切な指導を行 う。県教育委員会及び市町教育

委員会は、学校におけるこれ らの取組が徹底 され るよう、学校保健安全法等

も踏まえ、適宜、支援及び指導 。是正を行 う。

黒i「亀場議員嘗目目愚具≧琶識量驚「重羅旱覆量警∈象尾彗壱聾登騰愚亀子亀昂撃あ曇様!軍目拝ゼ爾習妻健后警♂氏科寄こ対する理解の促進等について
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イ 校長、部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、県教育委員会が作成 し

た 「運動部活動時における熱 中症紺策ガイ ドライン」 (令 和 4年 7月 25日

付け 4教体第 201号 )に則 つた熱 中症対策に努める。特に気象庁の高温注

意情報が発せ られ るなど生徒の熱 中症事故防止等に特段の配慮が必要な場

合は、環境省熱中症予防情報サイ トの熱中症警戒アラー トメール配信サー ビ

スに登録、リアルタイムに熱 中症警戒アラー トの情報を入手できるようにしく

疇躇せず活動内容の変更、活動時間の短縮や時間帯の変更、活動を中止 とす

るなど、万全の対策を行 う。

ウ 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、高温や多湿時において、主催

する学校体育大会及び文化部が参加する大会等や地域の行事、催 し等が予定

されている場合については、大会等や地域の行事、催 し等の延期や見直 し等、

柔軟な紺応を行 う。また、主催する広域的な大会等でやむを得ない事情によ

り開催する場合には、関係団体 と連携 し、参加生徒の適切な選別、こまめな

水分・塩分の補給や休憩の取得、マスクの着脱、観戦者の軽装や着帽等、生

徒の健康管理を徹底すること。なお、熱中症の疑いのある症状が見 られた場

合には、早期の水分・塩分の補給や体温の冷去口、病院への搬送等、適切な対

応を徹底する。

工 運動部活動の指導者 (部活動顧間、部活動指導員、外部指導者)は 、スポ

ーツ医 。科学の見地か らは、 トレーニング効果を得るために休養等を適切に

取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷の リス

クを高め、必ず しも体力・運動能力の向上につなが らないこと等を正 しく理

解 し、生徒の発達段階や競技特性等を踏まえた効率的・効果的な トレーニン

グの積極的な導入等により、休養等を適切に取 りつつ、短時間で効果が得ら

れる指導を行 う。
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オ 文化部活動の指導者 (部活動顧問、部活動指導員、外部指導者)は 、生徒

のバランスのとれた健全な成長の確保の観点から休養等を適切に取ること

が必要であること、また、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化都活

動以外の様々な活動に参加する機会を練 うこと等を正しく理解 し、分野の特

性等を踏まえた効率的・効果的な練習・活動の積極的な導入等により、休養

等を適切に取 りつつ、短時間で効果が得 られる指導を行 う。

力 学校部活動の指導者 (部活動顧問、部活動指導員、外部指導者)は 、生徒

のスポーツ 。文化芸術等の能力向上や、生涯を通 じてスポーツ・文化芸術等

に親 しむ基礎を培 うとともに、生徒がバーンアウ トすることなく、技能の向

上や大会等での好成績等それぞれの 目標 を達成できるよう、生徒 とコミ■ニ

ケーシ ョンを十分に図つた上で指導を行 う。その際、専門的知見を有する保

健体育担当の教師や養護教諭等 と連携・協力 し、発達の個人差や成長期にお

ける体 と心の状態等に関する正 しい知識 を得た上で指導を行 う。
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運動部活動における休養 日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運

動、食事、体養及び睡眠のバ ランスのとれた生活を送 ることができるよう、スポ

ーツ医・科学の観点か らのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関す る研究 4

も踏まえ、また、文化部活動における休養 日及び活動時間についても、成長期に

ある生徒が、教育課程内の活動、学校部活動、学校外の活動、その他の食事、休

養及び睡眠等の生活時間のバ ラン不のとれた生活を送 ることができるよ う5、
以

下を基準 とす る。

(1)休養 日

ア 学期中は、週当たり2日 以上の休養 日を設けること。その場合、平 日は少

なくとも1日 、土曜 日及び 日曜 日は少なくとも1日 以上とし、家庭の日 (毎

月第 3日 曜 日)は学校部活動を実施 しない 日 (ノ ー部活動デー6)と
位置付

けること。その際、土曜 日及び日曜 日や家庭の日に大会参加等で活動 した場

合は、翌月曜 日や連休最終 日を休養 日とするなど、休養 日を他の日に振 り替

え、適切に休養 日を設定すること。

イ 長期休業中の体養 日の設定は、学期中に準じた扱いを行 う。また、生徒が

十分な休養を取ることができるとともに、学校部活動以外にも多様な活動を

行 うことができるよう、ある程度長期の休養期間 (オ フシーズン)を設ける

!奮ζこ膏言Fξ争唇旨竪緑會Ξを予墓言否″橿目そ寡云ぞ曇き目譜ほ唇ξΞ惜吾14臨ど孝Bきl最讐墨患黒寧全
5
照
「
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時
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の
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とす
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こ と。

(2)活 動 時間

ア  1日 の活動 時 間 を、長 くとも平 日で は 2時 間程度 、学校 の体 業 日 (学期 中

の週末 を含 む )は 3時 間程 度 とし、で き るだ け短時間 に、合理 的でかつ効率

的・ 効 果 的 な活動 を行 うこ と。

イ 学校 や地域 、学校部活動 の実情 、大会 参加 等 に よつて活動 時間が長 くな る

よ うな場合 は、翌週 に体養 日を加 え るな ど、恒 常化 しない よ う見通 しを持 つ

て活動 計画 を立 て、 生徒 が休 養 を十分 に とる こ とがで きる よ うにす るこ と。

(3)支援 目指導、実施の徹底等

ア 市町教育委員会は、1(1)イこ掲げる「設置す る学校 に係 る部活動の方針」

の策定に当たつては、「国の総合的なガイ ドライン」に則 り、本方針 を参考

に、休養 日及び活動時間等を設定 し、明記する。また、後記イに関 し、適宜、

支援及び指導 。是正を行 う。

イ 校長は、 1(1)に 掲げる「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当た

ちては、市町教育委員会が策定した方針に則 り、各部活動の休養 日及び活動

時間等を設定し、公表する。また、各部の活動内容を把握 し、適宜、指導 。

是正を行 う等、その運用を徹底する。

ウ 休養 日及び活動時間等の設定については、生徒の部活動 に対する意欲の向

上にも配慮 し、地域や学校の実態を踏まえた工夫 として、定期試験前後の一
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定期間等、各部共通、学校全体、市町共通の学校部活動の休養 日を設けるこ

とや、週間、月間、年間単位での活動頻度 。時間の 目安を定める。

ア 校長は、学校の指導体制等に応 じて、性別や障害の有無を問わず、技能等

の向上や大会等で好成績を収めること以外にも、気軽に友達 と楽 しめる、適

度な頻度で行 える等多様なニーズに応 じた活動 を行 うことができる環境 の

整備 に努める。

【例】運動部活動            、

C複数のスポーツや季節 ごとに異なるスポーツを行 う活動

。競技・大会志向でなくレクリエーシ ョン志向で行 う活動

・体力つ くりを目的 とした活動

。生徒が楽 しく体を動かす習慣の形成に向けた動機付けとなる活動等

【例】文化部活動

。体験教室などの活動

。レクリエーシ ョン的な活動

。障害の有無や年齢等に関わらず一緒に活動することができるアー ト活動

。生涯を通 じて文化芸術を愛好する環境を促進す る活動等

イ 県教育委員会及び市町教育委員会は、少子化に伴い、単一の学校では特定

の分野の学校部活動を設けることができない場合や、部活動指導員や外部指

導者が配置できず、指導を望む教師もいない場合には、生徒のスポーツ・文

化芸術活動の機会が損なわれることがないよう、当面、複数校の生徒が拠点

校の学校部活動に参加す る等、合同都活動等の取組を推進す る。
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ウ 校長 は、運動 、歌や楽器 、絵 を描 くこ とな どが苦手 な生徒や 障害 のある生

徒 が参加 しやす い よ う、スポー ツ・文化 芸術 等 に親 しむ こ とを重視 し、一人

一人 の違 い に応 じた課題 や挑戦 を大切 にす る こ とや 、過度 な負 担 とな らない

よ う活 動 時間 を短 くす るな どの工夫や配慮 をす る。

工 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、学校都活動は生徒の自主的・

自発的な参加 により行われ るものであることを踏まえ、生徒の意思に反 して

強制的に加入 させ ることがないようにするとともに、その活動 日数や活動時

間を見直 し、生徒が希望すれば、特定の種 目・部門だけでなく、スポーツ 。

文化芸術や科学分野の活動、地域での活動も含 めて様々な活動 を同時に経験

できるよう配慮することに努める。

ア 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、学校や地域の実情に応 じて、

地域のスポーツ・文化芸術団体 との連携や民間事業者の活用等により、保護

者の理解 と協力を得て、学校 と地域が協働 。融合 した形での地域におけるス

ポエツ・文化芸術の環境整備 を進めるとその際、各地域において、行政、学

校、スポーツ 。文化芸術団体等の関係者が現状や課題 を共有 し、今後のスポ

ーン・文化芸術環境の在 り方等を協議す る場を設ける。

イ 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、地域の実情に応 じ、学校種を

越え、中学校、高等学校、大学及び特別支援学校等との合同練習を実施する

などにより連携を深め、生徒同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を設けるこ

とに努める。

14
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ウ 公益財団法人長崎県スポーツ協会 (以 下「県スポーツ協会」とい う。)、 競

技団体及びその他のスポーツ団体は、総合型地域スポーツクラブやスポーン

少年団等の生徒が所属する地域のスポーツ団体に関する事業等にういて、県

教育委員会又は市町教育委員会等 と連携 し、学校 と地域が協働・融合 した形

での地域のスポーツ環境の充実を図る。

また、各分野の文化芸術団体等は、県教育委員会又は市町教育委員会等 と

連携 し、学校 と地域が協働 。融合 した形での文化芸術等の活動を推進する。
｀
さらに、地域のスポーツ・文化芸術関係団体は、県教育委員会及び市町教

育委員会が実施する部活動指導員の任用・配置や、部活動顧問等に姑する研

修等、スポーツ・文化芸術活動の指導者の質の向上に関する取組に協力する。

工 県教育委員会、市町教育委員会及ぴ校長は、地域で実施されている分野と

同じ分野の学校部活動については、休 日の練習を共同で実施するなど連携を

深める。休 日に限らず平 日においても、できるところから地域のスポーツ・

文化芸術団体等と連携 して活動する日を増やす。

オ 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、学校部活動だけでなく、地域

で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知す

るなど、生徒が興味関心に応 じて自分にふさわしい活動を選べるようにする。
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公立中学校において、学校部活動の維持が困難 となる前に、学校 と地域との連

携・協働により、生徒のスポーツ・文化芸術活動の場 として、新たに地域クラブ

活動を整備する必要がある。

地域クラブ活動は、学校の教育課程外の活動 として、社会教育法上の「社会教

育」 (主 として青少年及び成人に姑 して行われる組織的な教育活動 (体育及び レ

クリエーションの活動を含む。))の 一環 として捉えることができ、また、スポー

ツ基本法や文化芸術基本法上の 「スポーツ」「文化芸術」 として位置付けられる

ものでもある。したがつて、地域クラブ活動は、学校 と連携 し、学校部活動の教

育的意義を継承 。発展 しつつ、スポーン・文化芸術の振興の観点からも充実を図

ることが重要である。

これを踏まえ、学校部活動で担つてきた生徒のスポーツ 。文化芸術の機会を地

域スポーツ 。文化芸術から支えに行 くとい う視点も有 しつつ、新たな地域クラブ

活動の在 り方や運営体制、活動内容等の方針 とする。県、市町及び関係スポーツ・

文化芸術団体等においては、地域の実情に応 じ、関係者の共通理解の下、できる

ところから取組を進めていくことが望ま しい。

ア 県及び市町は、地域の実情やニーズを把握 し、生徒が生涯にわたつてスポー

ン・文化芸術に親 しむ機会を確保 し、生徒の心身の健全育成等を図るためだけ

でなく、地域住民にとつてもより良い地域スポーツ 。文化芸術環境 となること

を目指 し、地域のスポエツ・文化芸術団体、学校等の関係者の理解 と協力の下、

生徒の活動の場 として、地域クラブ活動を行 う環境を速やかに整備する。
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イ 地域クラブ活動を行 う環境の整備は、県教育委員会が令和 4年 7月 、令和 4

年 10月 に策定 した「運動部活動地域移行推進計画」、「文化部活動地域移行推

進計画」の地域移行モデル等、地域の実情に応 じた各地域クラブ活動を統括す

る運営団体や、個別の地域クラブ活動を実際に行 う実施主体7が 進めることが

考えられる。このような運営団体 。実施主体等の整備、生徒のニーズに応 じた

複数の運動種 目・文化芸術分野に取 り組めるプログラムの晃供、質の高い指導

者の確朱等に取 り組み、生徒のみならず地域住民を対象 とした地域スポーツ・

文化芸術活動全体を振興する契機 とする。

ウ 新 たな地域 クラブ活動 を整備す るに当た り、例 えば総合型地域 スポー ツクラ

ブの充実 を図 ることで、中学校 の生徒 だけではな く、他 の世代 に とって も、気

軽にスポー ツ 。文化芸術活動 を行 え る環境 とな り、地域全体 としてよ り幅広 い

ニーズに応 え られ るよ うになるこ と、生涯 を通 じた運動習慣作 りや文化芸術等

の愛好 が促進 され ること、県民の体力 向上 を図 り健や かな生活 を営む資質 を養

うこと、行政やスポーツ 。文化芸術団体、学校等との緊密な連携や、指導者等

の活用が充実することが期待できる。

2適切な運営や効率的・効果的な活動の推進

(1)参加者

従来の学校部活動に所属していた生徒はもとより、学校部活動に所属してい

ない生徒、運動や歌、楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒、障害のある生徒な

ど、地域クラブヘの加入を希望する全ての生徒を想定する。

7運営団体及び実施主体は、同一の団体となる場合も者えられる。
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(2)運 営団体・ 実施主体

① 地域スポーン ロ文化芸術団体等の整備充実

【地域スポーツ団体等】

ア 市町は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体 。実施主体等の整

備充実を支援する。その際、運営団体・実施主体は、総合型地域スポーツクラ

ブやスポーツ少年団
8、 スポ_ッ 協会、競技団体、クラブチーム、プロスポーツ

チーム、民間事業者、フィントネスジム、大学など地域の実情に応 じて多様な

ものが想定される。また、地域学校協働本部や保護者会、同窓会、複数の学校

の運動部が統合 して設立する団体など、学校 と関係する組織 C団体も想定され

る。なお、市町が運営団体 となることも想定される。

イ 県及び市町並びに県スポーツ協会、競技団体等は、『スポーツ団体ガバナン

スコー ド<一般スポーツ団体向け>』 を運営団体 。実施主体等に対して広く周

知・徹底する。また、運営団体・実施主体は、『スポーツ団体ガバナンスコー ド

<一般スポーツ団体向け>』 に準拠 した運営を行 うこと。

【地域文化芸術団体等】

市町は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充

実を支援する。その際、運営団体・実施主体は、文化芸術団体等に加え、地域学

校協働本部や保護者会、同窓会、複数の学校の文化部が統合 して設立する団体な

ど、学校 と関係する組織・団体も想定する。なお、市町が運営団体となることも

想定される。

三。試蛋囁躍堤5議掛梨 色を是嘱折ど萎              ♂現躍好の運用を47都道府県で開始してい
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② 関係者間の連携体制の構築等

ア 県及び市町は、地域スポーン。文化振興担当部署や社会教育 。生涯学習担当部

署、学校部活動担当部署、学校の設置・管理運営を担 う担当部署、地域スポー

ン・文化芸術団体、学校、地域指導者、保護者等の関係者からなる協議会などに

おいて、定期的・恒常的な情報共有・連絡調整を行い、緊密に連携する体制を整

備する。

イ 地域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、例えば、年間の活動計画 (活動 日、

休養 日及び参加予定大会の日程等)及び毎月の活動計画 (活動 日時・場所、休養

日及び大会参加 日等)を作成 し、公表する。その際、協議会等の場も活用 し、地

域におけるスポーツ・文化芸術団体等での活動中の生徒同士の トラブルや事故

等の封応を含む管理責任の主体を明確にし、共通理解を図る。

(3)指導者

① 指導者の質の保障

【地域スポーンクラブ活動】

ア 県及び市町は、生徒にとってふさわしい地域スポーツ環境を整備するため、

各地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。

また、競技団体・スポーツ団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者

の養成や資質向上の取組を進める。

イ 県スポーツ協会は、公益財団法人 日本スポーツ協会 (以 下 「日本スポーツ協

会」とい う。)における、より多くの指導者が自ら公認スポエツ指導者資格取得

を目指す制度設計に基づき、指導者資格取得の促進に取 り組む。
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また、加盟 。準加盟団体に対 し、指導技術の担保や生徒の安全・健康面の配慮

など、生徒への適切な指導力等の質のみならず、暴言・暴力、行き過ぎた指導、

ハラスメン ト等の行為も根絶する。

ウ ー般社団法人長崎県障害者スポーツ協会及び関係スポーツ団体等は、障害者

スポーツ指導資格取得の促進、研修会等への参加を推進する。

工 指導者は、スポーツに精通 したスポーツ ドクターや有資格の トレーナー等 と

緊密に連携するなど、生徒を安全・健康管理等の面で支える。

オ 競技団体・スポーツ団体等は、指導者に暴力等の問題 となる行動が見られた

場合への対応について、自ら設ける相談窓口のほか、 日本スポーツ協会等の統

括団体が設ける相談窓口を活用 し、公平 。公正に対処する。県や市町などスポ

ーツ団体とは別の第二者が相談を受け付け、各競技団体等と連携しながら姑応

す る仕組み も必要 に応 じて検討す る。

【地域文化クラブ活動】

ア 県及び市町は、生徒にとつてふさわしい文化芸術等に親しむ環境を整備する

ため、各地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。また、

文化芸術団体等は、生徒の多様なニエズに応えられる指導者の′養成や資質向上

の取組を進める。

イ 文化芸術団体等は、指導者の質を保障するための研修等実施の際、これまで

の文化部活動の意義や役割について、地域単位の活動においても継承・発展 さ

せ、新 しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等 と必要な連携をしつつ、発

達段階やニーズに応 じた多様な活動ができるように留意する。特に、練習が過度
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な負担 とならないようにするとともに、生徒の安全の確保や暴言・暴力、行き過

ぎた指導、ハラスメン ト等の行為も根絶する。また、指導者に当該行為が見られ

た場合への公平・公正な対処について、自ら設ける相談窓口の設置及びその周知

や、県及び市町など文化芸術団体 とは別の第二者が相談を受け付け、各団体等 と

連携 しながら対応する仕組みの検討等を進める。

ウ 文化芸術活動で留意する必要がある著作権について研修等を行い、地域にお

ける文化芸術活動の中で指導者の理解を深める。

② 適切な指導の実施

ア 地域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、12(1)に 準 じ、参加者の心身の

健康管理、事故防止及び安全管理を徹底 し、体罰・暴言・ハラスメン トを根絶す

る。県及び市町は、適宜、指導助言を行 う。

イ 指導者は、12(1)に 準じ、生徒及び保護者 との十分なコミュニケーション

を図りつつ、適切な休養、過度の練習の防止や合理的から効率的・効果的な練習

の積極的な導入等を行 う。また、学校 と連携 し、専門的知見を有する保健体育担

当の教師や養護教諭等の協力を得て、発達の個人差や成長期における体 と心の

状態等に関する正 しい知識を修得する。            |

ウ 地域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、 12(1)ア の指導手引を活用 し

て、指導を行 う。
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③ 指導者の量の確保

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、スポーツ・文化芸術団体の指導者

のほか、部活動指導員 となつている人材の活用、退職教職員、教師等の兼職兼業、

企業関係者、公認スポーツ指導者、スポーツ推進委員、競技・活動経験のある大

学生Ⅲ高校生や保護者、地域おこし協力隊など、様々な関係者から指導者を確保

する。

イ 県は、スポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、広域的な指導者の発掘・

把握に努め、地域クラブ活動に協力可能な指導者の情報を市町へ紹介する人材

バンクを整備するなど、地域クラブ活動の運営団体 。実施主体による指導者の

配置を支援する。市町が人材バンクを整備する場合は、県との連携にも留意す

ること。

ウ 県、市町及び地域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、生徒が優れた指導者

から指導を受けられるよう、必要に応 じICTを 活用 した遠隔指導ができる体

制整備に努める。

工 県、市町、県スポーツ協会及び競技団体・スポーツ団体、文化芸術団体等は、

指導者資格の取得や研修 `講座の受講に際し、インターネッ トを通 じて受講で

きるようにするなど、指導者の負担軽減に配慮 した工夫を行 う。

④ 教師等の兼職兼業

ア 県教育委員会及び市町教育委員会は、国が示す手引き等も参考 としつつ、地

域クラブ活動での指導を希望する教師等が、円滑に兼職兼業の許可を得 られる

22

-53-



よう、規程や運用の改善を行 う。

イ 県教育委員会及び市町教育委員会が兼職兼業の許可をする際には、教師等の

本人の意思を尊重 し、指導を望んでいないにもかかわらず参加を強いられるこ

とがないよう十分に確認するとともに、勤務校等における業務への影響の有無、

教師等の健康への配慮など、学校運営に支障がないことの校長の事前確認等も

含め、検討 して許可する。

ウ 地域のスポーツ・文化芸術団体等は、教師等を指導者として雇用等する際に

は、教師等の服務監督を行 う教育委員会の兼職兼業の方針等に基づき、居住地

や、異動や退職等があっても当該教師等が当該団体等において指導を継続する

意向の有無等を踏まえて、継続的・安定的に指導者を確録できるよう留意する。

その他、兼職兼業に係る労働時間等の確認等を行 うに当たっては、厚生労働省

の「副業・兼業の促進に関するガイ ドライン」も参照し、教師等の服務監督を行

う教育委員会等及び地域のスポーン・文化芸術団体等は連携 して、それぞれに

おいて勤務時間等の全体管理を行 うなど、双方が雇用者等の適切な労務管理に

努める。                            ・

工 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、教師等が兼職兼業で地域のスポ

ーツ・文化芸術団体等の指導者として従事する労働時間等を把握・管理し、当該

教師等の健康への配慮への留意など適宜、指導助言を行う。

(4)活動内容

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技 。大会志向で特定の種目や分

野に継続的に専念する活動だけではなく、休 日や長期休暇中などに開催される
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体験教室や体験型キャンプのような活動、レクリエーション的な活動、シーズ

ン制のような複数の種 目や分野を経験できる活動、障害の有無にかかわらず、

誰もが一緒に参加できる活動、アーバンスポーツや、メディア芸術、ユニバー

サルスポーンやアー ト活動など、複数の活動を同時に体験することを含め、生

徒の志向や体力等の状況に適 したスポーン・文化芸術に親 しむ機会を、指導体

制に応 じて段階的な確策に努める。              ,

イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域の実情に応 じ、生徒の自主的 。

自発的な活動を尊重 しつつ、総合型地域スポーツクラブなど他の世代向けに設

置さ枠ている活動に生徒が一緒に参画できるようにすることも視野に入れ、地

域 との連携 に努 める。

ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域で実施 されているスポーツ・

文化芸術活動の内容等を生徒や保護者に対 して情報を提供する。

(5)適切な休養 日等の設定

地域クラブ活動に取 り組む時間については、競技 。大会志向の強いものも含

め、生徒の志向や体力等の状況に応 じて適切な活動時間とする必要がある。地

域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、生徒の心身の成長に配慮 して、健康に

生活を送れるよう、「I学校部活動」に準 じ、下記の活動時間を遵守 し、休養 日

を設定する。

その際、学校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活

全般を見通 し、Ⅱ2(2)② のとお り、運営団体 。実施主体と学校を中心とした

関係者が連携 し、調整を図ることが必要である。
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①休養日

ア 平日も実施する場合

学期中は、週当たり2日 以上の休養 日を設けることをその場合、平日は少なく

とも 1日 、土曜日及び日曜日は少なくとも1日 以上とし、家庭の日 (毎月第 3日

曜日)は活動を実施しない日と位置付けること。その際、休養 日や家庭の日に大

会参加等で活動した場合は、翌月曜日や連休最終日を休養 日とするなど、休養 日

を他の日に振り替え、適切に休養 日を設定する。

イ 休 日のみ実施する場合

原則 として、土曜 日及び 日曜 日のいずれか 1日 を休養 日とし、家庭の日 (毎

月第 3日 曜 日)は活動を実施 しない 日と位置付けること。その際、休養 日や家

庭の日に大会参加等で活動した場合は、休養 日を他の休 日に振 り替える。

ウ 学校の長期休業 中の休養 日の設定は、学期 中に準 じた扱い を行 う。 また、生

徒が十分 な休養 を取 ることがで きるよ う、ある程度長期 の休養期 間 (オ フシー

ズン)を設 ける。

②活動時間

ア 1日 の活動時間は、長くとも平 日では 2時間程度、学校の休業日 (学期中の

週末を含む)は原則として 3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でか

つ効率的 。効果的な活動を行う。

イ 地域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、休養 日及び活動時間等を設定する

にあたり、生徒が所属する学校等 と活動計画の情報共有を図 り、円滑な活動を
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推進す る。

ウ 地域や学校の実情を踏まえた休養 日及び活動時間等の設定については、定期

試験前後の一定期間等、地域スポーン。文化芸術クラブ活動共通、学校全体、市

町共通の休養 日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目

安を定めることが考えられることから、学校 と連絡・調整を図ること。

(6)活動場所

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、公共のスポーツ。文化施設や、社会

教育施設、地域団体・民間事業者等が有する施設だけではなく、地域の中学校を

はじめとして、小学校や高等学校、特別支援学校や、廃校施設も活用する。

イ 県及び市町は、学校施設の管理運営については、指定管理者制度や業務委託

等を取 り入れ、地域クラブ活動を実施する団体等に委託するなど、当該団体等

の安定的・継続的な運営を促進する。

ウ 県教育委員会及び市町教育委員会は、地域クラブ活動を行 う営利を目的とし

た民間事業者等が、学校施設の利用が可能となるように改善に努める。

工 県及 び市町は、地域 クラブ活動 を行 う団体等 に姑 して学校施設 、社会教育施

設や文化施設等 について低廉 な利用料 を認 めるな ど、負担軽減や利 用 しやすい

環境づ く りを行 う。

オ 県、市町及び学校は、学校の負担なく学校施設の円滑な利用を進めるため、

学校、行政、関係団体による前記 2(2)②アの協議会等を通じて、前記イから
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工までを踏まえた地域クラブ活動の際の利用ルール等を策定する。

力 前記アからオまでについて、県や市町の実務担当者向けの「学校体育施設の

有効活用に関する手引き」(令和 2年 3月 スポーツ庁策定)や 「地域での文化活

動を推進するための『学校施設開放の方針』について」(令和 3年 1月 文化庁策

定)も参考に取り組む。

(7)会費の適切な設定と保護者等の負担軽減

ア 地域クラブ活動の運営団体 ,実施主体は、受益者負担の原則を踏まえ、生徒

や保護者、地域住民等の理解を得つつ、活動の維持・運営に必要な範囲で、可能

な限 り低廉な会費を設定する。

イ 県及び市町は、地域クラブ活動に係る施設使用料を低廉な額 とした り、送迎

面の配慮を行つたりするなどの支援を行 うとともに、国の制度等を踏まえなが

ら、経済的に困窮する家庭の生徒の地域クラブ活動今の参加費用の支援等の取

組を進める。

ウ 県及び市町は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、地元の企業等の協

力を得て、企業等が有する施設の利用や設備・用具・楽器の寄附等の支援を受

けられる体制の整備や、家庭の参加費用の負担軽減に資する取組等を推進する。

.そ の際、企業からの寄附等を活用 した基金の創設や、企業版ふるさと納税の活

用等も考えられる。

工 地域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、「スポ‐ツ団体ガバナンスコー ド<

一般スポーツ団体向け>」 に準拠 し、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運
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営 に透 明性 を確保す るため、関係者 に封す る情報開示 を適切 に行 う。

(8)保険の加入

ア 地域クラブ活動の運営団体。実施主体は、指導者や参加する生徒等に対 して、

責任の所在等を明確にし、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に

加入するよう促す。

イ 各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等

は、競技 。分野特性やこれまでの活動状況 。怪我や事故の発生状況等を踏まえ適

切な補償内容・保険料である保険を選定し、地域クラブ活動の運営団体 。実施主

体が各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体

等に加盟するに当たつて、指導者や参加者等に封 して指定する保険加入を義務

付けるなど、怪我や事故が生 じても適切な補償が受けられるようにする。

ア 地域 クラブ活動は、青少年のスポージ・文化芸術活動が有する教育的意義

のみな らず、集団の中で仲間と切磋琢磨することや、学校の授業 とは違った

場所で生徒が活躍す ることなど、生徒の望ま しい成長を保障 してい く観点か

ら、教育的意義を持ち うるものである。

学校部活動の教育的意義や役割を継承 。発展 させ、地域での多様な体験や

様 々な世代 との豊かな交流等を通 じた学びな どの新 しい価値が創 出され る

よう、学校・家庭・地域の相互の連携 。協働 の下、スポーツ・文化芸術活動

による教育的機能を一層高めてい くことが大切である。
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イ 地域クラブ活動と学校部活動 との間では、運営団体 。実施主体や指導者が

異なるため、2(2)② アで述べた協議会等の場を活用 し、地域クラブ活動

と学校部活動との間で、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を

図るとともに、関係者が日々の生徒の活動状況に関する情報共有等を綿密に

行い、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障する。その際、兼

職兼業により指導に携わる教師の知見も活用する。

ウ 県及び市町は、地域クラブ活動が前記 2に 示 した内容に沿つて適正に行わ

れるよう、地域クラブ活動の運営団体 。実施主体の取組状況を適宜把握 し、

必要な指導助言を行 う。

工 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、地域で実施 されているスポー

ツ・文化芸術活動の内容等 も生徒や保護者に周知するな ど、生徒が興味関心

に応 じて 自分にふ さわ しい活動を選べるようにす る。
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学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行 といった新たなスポーツ・文

化芸術環境の整備を進めるに当たつては、多 くの関係者が連携・協働 して段階的・

計画的に取 り組む必要があ り、ここでは、地域の実情に応 じた生徒のスポーツ・

文化芸術活動の最適化に資す るよう、その進め方や検討体制、スケジュール等に

ついて示す。県及び市町等においては、地域の実情に応 じ、関係者の共通理解の

下、できるところか ら取組 を進 めてい くものとす る。

(1)休 日の活動 の在 り方等 の検討

ア 地域における新たなスポーン・文化芸術環境の整備について、まずは、休

日における地域の環境の整備を着実に進める。その際、休 自と平 日で指導者

が異なる場合には、あらか じめ指導者等の間で指導方針や生徒の活動状況に

関す る情報等の共有を行 うなど緊密な連携を図るとともに、生徒やイ呆護者等

に対 し、学校部活動の地域移行の趣 旨を丁寧 に説明 し、理解 を得 ることが重

要である。

イ 平 日にお け る環境整備 につい ては、少子化 の 中で も生徒 の持続 可能 なスポ

ー ン 。文化芸術 活動 を確保 す るた めに、で き る ところか ら取 り組 む こ とが考

え られ 、地域 の実情 に応 じた休 日にお け る取組 の進捗状況等 を検 証 し、更 な

る改 革 を推進 す る必 要 が あ る。

ウ 地域 の実情等 に よつて は、平 日と休 日を一 体 として取 り組 む こ とや 、平 日
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から先に取り組むこともあり得るため、どのような進め方が当該地域の実情

等に照らしてふさわしいかについては、各地域における関係者間で丁寧に調

整をした上で方針を決定する。

(2)検討体制の整備

ア 県及び市町は、地域スポーツ 。文化振興担当部署や社会教育・生涯学習担

当部署、学校部活動担当部署、学校の設置・管理運営を担 う担当部署、地域

スポーツ 。文化芸術団体、学校、地域指導者、保護者等の関係者か らなる協

議会等を設置 し、アンケー トな どを通 じて生徒の二●ズを適宜把握 しつつ、

新たなスポエツ 。文化芸術環境の整備方法等を検討 し、実行す る。また、協

議会等における検討状況等については、随時ホームページ等で公開するなど

情報発信を行 う。

イ 県は、指導者の状況をはじめ県内のスポーツ 。文化芸術環境に関する情報

を集約 し提供す るなど、広域的な調整や市町に対する助言・支援を行 う。

ウ 県及び市町は、今後は地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進める観点

から、学校の設置。管理運営を担 う担当部署との緊密な連携。協力に基づき、

地域スポーツ・文化振興担当部署や生涯学習・社会教育担当部署が中心とな

って取 り組むことが必要である。地域の実情に応 じて、健康増進や社会福祉。

医療、まちづくりの担当部署等の他、地域スポーン・文化コミッションやス

ポエツ推進委員、地域おこし協力隊等との連携も考えられる。

工 県スポーツ協会及び郡市町体育・スポーツ協会や文化振興財団 。文化協会

などの団体は、地域の各スポーン・文化芸術団体等の取組の助言・支援 を行

31

-62-



つ 。

オ 県競技団体及び郡市町競技団体又は生徒のスポーン・文化芸術活動に関わ

る各分野の関係団体等は、中央競技団体等の支援や助言を受けつつ、各競技

種 目の指導者の養成 。派遣や活動プログラムの提供などにより、地域スポー

ン・文化芸術環境の整備に参画する。

力 学校は、生徒の教育や健全育成に関す る専門性 と実績を生か し、地域スポ

‐ツ・文化芸術環境の整備 に関して、県及び市町の関係部署や地域における

スポーツ・文化芸術団体等 と協力 。協働する。

(3)段階的な体制の整備

学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に当た

っては、地域の実情に応 じたスポーン・文化芸術活動の最適化 を図 り、生徒の

体験格差を解消する観点か ら、例えば、以下のよ うな体制の整備 を段階的に進

めることが考えられ る。

① 市町が運営団体となり、あるいは市町が中心となつて社団法人やNPO法

人等の運営団体を設立 して、スポーツ 。文化芸術団体、大学、民間事業者、

地域学校協働本部等 と連携 して、学校施設を活用 して行われる活動に、指導

者を派遣する体制。

② 総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、クラブチーム、プロチーム、

フイントネスジム、民間事業者、大学や、地域の体育・スポーツ協会、競技

団体、文化芸術団体など多様な運営団体・実施主体が、社会体育・教育施設
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や文化施設、自らの保有する施設を活用して、多様な活動に親 しむ機会を確

保 し、中学校等の生徒が参加する体制。

※ なお、直ちに前記①②のような体制を整備することが困難な場合には、当

面、学校部活動の地域連携 として、必要に応 じて拠点校方式による合同部活

動も導入 しながら、学校設置者や学校が、学校運営協議会等の仕組みも活用

しつつ地域の協力を得て、都活動指導員や外部指導者を適切に配置 し、生徒

の活動環境を確保することが考えられる。

ア 国は、令和 5年度か ら令和 7年度までの 3年 間を改革推進期間と位置付け、

休 日における学校部活動の地域連携や地域 クラブ活動への移行の方針 を定

めているも県及び市町は、段階的に地域不ポーツ・文化芸術環境整備のため

の取組 を重点的に行つてい くことが必要であ り、後記 3の推進計画の策定等

により、休 日の学校部活動を地域の実情に応 じて、段階的に地域連携 。地域

移行を進める。その際、例えば、しま地区や半島地域をはじめ、市町によつ

ては合意形成や条件整備等のため時間を要する場合 も考えられ ることから、

地域の実情等に応 じて可能な限 り早期の実現を目指す こととし、県は市町 と

連携を図 り、適切な指導助言を行 うものとする。

イ 県及び市町は、改革推進期間終了後において、学校部活動の地域連携や地

域 クラブ活動入の移行に向けた環境整備に係 る進捗状況等を評価・分析 し、

継続 して地域スポーツ・文化芸術環境の充実に取 り組む。
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ア 県及び市町は、前記 2を踏まえ、地域のスポーツ 。文化芸術団体、学校、

保護者等の・F幻係者 に封 し、取組の背景や地域におけるスポーツ 。文化芸術環

境の方針、具体的な取組の内容、生徒 自身や地域社会に対 し見込まれる効果、

スケジュール等について分か りやす く周知 .し 、理解 と協力 を得 られるよう取

り組む。

イ 県は、休 日の学校部活動の段階的な地域移行等に関する実践研究 。実証事

業等の成果の普及 を図るとともに、市町における取組の進捗状況を把握 し、

市町等に紺 して必要な指導助言、支援を行 う。
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新たな地域クラブ活動を実施するに当たって lま 、活動の成果発表の場である

大会や コンクール等において、学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活

動の参加者のニーズ等に応 じて、持続可能な運営がされ ることが必要である。

一方、生徒のバランスのとれた生活 と成長の確朱、スポーン障害の予防など

の観点か ら、適切な休養 日を確保す ることも重要であ り、将来を担 う生徒にと

つて、望ま しい大会の在 り方を整備 してい く必要がある。

ア 中学校等の生徒を対象 とする大会等の主催者は、生徒の参加機会の確保の

観点か ら、大会参加資格を学校単位に限定することなく、地域の実情に応 じ、

地域クラブ活動や複数校合同チームの会員等も参加できるよう、県大会及び

郡市町大会等において見直 しを行 う必要がある。

例えば、既に 日本中学校体育連盟 (以 下「日本中体連」とい う。)に おいて

は、令和 5年度か ら地域のスポーン団体等の活動に参加する中学生の全国中

学校体育大会への参加 を承認することを決定 し、その参加資格の拡大を着実

に実施することとならてぃるもあわせて、県中学校体育連盟 (以 下 「県中体

連」 とい う。)に おいても、令和 5年度の 「長崎県中学校総合体育大会」か

ら、学校単位 に加 えて、地域スポーツクラブも参加ができるよ うに決定 して

いる。県中体連主催の大会においては、今後の日本中体連の方針等を踏まえ

ながら段階的に望ましい大会の在 り方について検討していくとしている。

また、郡市町中体連においても、日本中体連及び県中体連の動向も踏まえ

ながら、生徒が日頃親 しんでいるスポーンの成果発表の場として、大会参加

の機会の確保に努める。
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イ 県及び市町は、大会等に対す る支援の在 り方を見直 し、地域 クラブ活動等

も参加できる大会等に対 して、補助金や後援名義、学校や公共の体育・スポ

ーツ施設、文化施設の貸与等の支援を行 う。

ウ 大会等の主催者は、移行期において学校部活動 と地域クラブ活動の両方が

存在す る状況において、公平 。公正な大会参加機会を確保できるよう、複数

校合同チームの取扱いや参加登録の在 り方について、随時、実態に応 じた見

直 しを図 り、生徒にとつて望ま しい大会 とす る。

(1)大 会 等への参加 の 引率

【学校部活動】

ア 県教育委員会及び市町教育委員会は、学校部活動における外部指導者の引

率について、今後、国が示す事故等における管理責任や補償制度等の指針等

を踏まえて検討 していく。

イ 大会等の主催者は、県教育委員会及び市町教育委員会の外部指導者におけ

る大会引率の方針等を受け、生徒の安全確保等に留意 しつつ、大会等の参加

規定を見直す。

【地域クラブ活動】

地域 クラブ活動における大会等の引率は、実施主体の指導者等が行 うこと

とし、大会等の主催者はその旨を大会等の規定 として整備 し、運用する。
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(2)大会運営への従事

ア 大会等の主催,は、自らの団体等に所属する職員に大会運営を担わせ、人

員が足 りない場合は、大会主催者が大会開催 に係 る経費を用いてスポエツ 。

文化芸術団体等に外部委託をするなど、適切な体制を整える。

イ 大会等の主催者は、大会等に参加する学校や地域クラブ活動の実施主体等

に対 して、審判員等 として大会運営への参画を出場要件 として求める場合は、

参画す ることに同意す る部活動顧問や地域クラブ活動の指導者 に対 して、大

会等の主催者のスタンフとなることを委嘱 し、主催者の一員 として大会等に

従事す ることを明確 にする。

ウ 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、大会運営に従事する教師等の

服務上の扱いの明確化や兼職兼業の許可について、適切な服務監督を行 う。

地域クラブ活動の運営団体 。実施主体は、当該団体等の規定等に基づき、必

要に応 じて大会運営に従事する指導者の兼職兼業等の適切な勤務管理を行

う。

工 県教育委員会、市町教育委員会及び校長は、スポーツ・文化芸術団体の役

員等として日頃から当該団体等の活動に従事 している教師等を含め、教師等

が実費弁済の範囲を超えて報酬を得て大会運営に従事することを希望する

場合は、兼職兼業の許可を含めた適切な勤務管理を行 う。この際、学校にお

ける業務令の影響の有無、教師等の健康への配慮から、学校での職務負担や

大会運営に従事する日数等を確認 した上で、茉職兼業等の許可の判断を行 う。

オ 大会等の主催者は、必要に応 じ、スポーン 。文化ボランティア活動の推進

に関す る取組等 との連携を図る。
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ア 大会等の主催者は、参加する生徒の健康 と安全を守 るため、大会等の開催

時期について、夏季であれば原則 として空調設備の整 つた施設を会場 として

確保 し、そのような環境を確保できない場合には夏の時期を避ける。

イ 大会等の主催者は、夏季以外の季節であつても気温や湿度の高い 日が少な

くないことか ら、各種 目 !部 門の特性等を踏まえ、中学校等の生徒向けの大

会等の開催が可能な環境基準 として、例 えば、気温や湿度、暑 さ指数 (WBGT)

等の客観的な数値 を示す。

ウ 大会等の主催者 は、天候不順等により大会 日程が過密になつた場合は、大

会等を最後まで実施す ることのみを重視することなく、試合数の調整や、途

中で大会等を打ち切 るなど、生徒の体調管理を最優先に対応する。

ア 大会等の主催者は、発育 。発達期にある生徒にとつての大会の意義を、本

方針の趣 旨を踏まえて改めて検討 し、意義が認 められる場合にはそれを踏ま

えて、生徒にとつてふ さわしい大会の在 り方や、適切な大会等の運営体制等

に見直す。

イ 大会等の主催者 は、大会の開催回数について、生徒や保護者等の心身の負

担が過重にならないよ うにするとともに、学校生活 との適切な両立を前提 と

して、種 目・部門・分野ごとに適正な回数に精選する。
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ウ 県中体連、県中文連及び郡市町中体連並びに、県・市町教育委員会は、前

記 Ⅱ2(2)② アの協議会等の場を活用 し、中学校の生徒が参加する大会等

の全体像を把握 し、週末等に開催 される様をな大会等にか加することが、生

徒や指導者の過度な負担 とな らないよう、大会等の統廃合等を主催者に要請

するとともに、県教教育委員会が定めれ「学校単位で参加す る大会等の見直

しについて」 (平成 31年 1月 23日 付、 30教体第 40｀ 5号及び令和元年

9月 11日 付、31教文第 565号 )に則 り、運動部が参加する大会数の上

限の 目安等を定めること。

工 校長や地域 クラブ活動の運営団体・実施主体は、県中体連及び郡市町中体

連並びに県 。市町教育委員会が定める前記の 目安等を踏まえ、生徒の教育上

の意義や、生徒や指導者の負担が過度 とならないことを考慮 して、参加す る

大会等を精査する。

オ 大会等の主催者は、生徒・保護者 。指導者の負担や実情を踏まえ、適切な

大会規模や日程等の在 り方を検討する。また、原則、家庭の日 (毎 月第 3日

曜 日)に大会等 の開催 を行 わない よ うに努 め るこ と。

力 大会等の主催者は、スポーツ・文化芸術に親 しむことや生徒間の交流を主

目的とした大会や、高い水準の技能や記録に挑む生徒が競い合 うことを主 目

的とした大会などの多様な大会を開催する。その際、誰もが参加機会を得 ら

れるよう、リーグ戦の導入や、能力別にリーグを分けるなどの工夫をするさ

キ スポーツ団体、文化芸術団体は、例えば、大会等の開催 と併せて生徒等向

けの体験会を実施す るなど、自分な りのペースでスポーン 。文化芸術に親 し

みたい生徒や、複数の運動種 目等を経験 したい生徒等のニーズに対応 した機

会を設ける。

39
-70-



ク 特別支援学―校等の大会等については、特別支援学校等に在籍する生徒の:ス

ポエツ e文化芸術への参画を促進する観点から、関係者が連携 して、本方針

の趣旨を踏まえ、大会等の整備を進める。その際、学校における働き方改革

の動向に十分留意する。                  
｀
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○ 学校部活動は、生徒の自主性や協調性、責任感、連帯感などを育成するとと

もに、部員同士が同 じ目標に向かって取 り組むことで、豊かな人間関係 を築 く

など、心身 ともに健全な育成を図ることができる大変有意義な活動である。

O スポーツ活動においては、生徒の「スポーツ障害の予防」や F生涯にわたる

豊かなスポーツライフの実現」を第一に目指 し、スポーツ医・科学的な見地か

ら休養 日や活動時間の基準を設定した。この基準を踏まえた活動は、生徒の発

育 。発達の過程で最高のパフオーマンスの発揮や本人のやる気・意欲の向上に

も結 びつ き、本 県 の競技力 向上 に もつ なが るもの と考 え る。

O 文化芸術活動においては、子 どもたちが生涯にわたって文化芸術等の活動に

親 しむことを第一に目指 し、望ましい生活習慣の確立の観点か ら休養 日や活動

時間の基準を設定 した。この基準を踏まえた活動は、生徒のバランスのとれた

生活や成長にも結びつき、本県の文化芸術等の活動の活性化にもつながるもの

と考える。

O 少子化が進む中、今後の学校部活動については、学校単位だけで運営するこ

とが厳 しくなってお り、将来にわたり、子どもたちがスポーツ・文化芸術活動

に親 しむ機会を確保するためには、地域で子 どもを育てる視点が重要になって

くる。                    ・

O 本県においては、令和 2年 11月 に「長崎県部活動の在 り方に関する検討委

員会」を設置 し、今後の学校部活動の地域移行における現状や課題 を分析 。整

理 し、本県が 目指す改革の方向性等について議論を重ねてきた。
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○ 市町や学校、スポーン・文化芸術団体等においては、本方針を踏まえつつ、地域

の実情に合わせて様々な手法の中から選択したり、複数の手法を組み合わせるな

どの創意工夫を凝らしたりして、生徒や保護者等の理解を得つつ、段階的な地域

移行の取組を進めることが望まれる。   ,

○ 県教育委員会においては、本方針について、着実な実施を図るとともに国の改

革推進期間における
・
取組の進捗状況等を勘案し、適宜必要な見直しを行 うことと

する。
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件 名 公立の小学校等の検長及び教員としての資質向上に関する指標の改訂について

概  要 1 改訂理由

平成 28年 11月 に教育公務員特例法の一部が改正され、国が定める指針

を参酌して、地域の実情に応じた指標を作成した (平成 29年 4月 1日 施行)。

令和 4年 8月 31日付 「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向
上に関する指標の策定に関する指針の改正等について」を受け、指標の改訂を

行うと

2 内 容

〇「教諭等」「養護教諭」「栄養教諭」の指標について、5つの視点を踏まえて

再整理を行い、「求められる資質・能力とに新たに「ICTや情報・教育デ
ータの利活用」に関する視点を追加。

。「教職に必要な素養」
け「学習指導」
。「生徒指導」
。「特別な配慮や支援を必要とする子供への対応」
・「ICTや情報 。教育データの利活用」

○ 「校長等」の指標について、「人材育成」「アセスメン ト能力」「ファシリテ

ーション能力」の視点を踏まえて再整理を行い、「ファシリテーション」「薮

育に関す るアセスメン ト」の視点を追加。

3 適用 日

令和 5年 4月 1日 から適用

報 告 事 項 (1)

高校教育課・新育セ ンター・義務教育課・体育保健課
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長崎県 教諭等としての資質の向上に関する招標 ∈蜘s年0月改題J)
熾 名 校種

子女諭等 小中高特

ステーシ

(求められる姿)

視  点

第 0ステーン 索1ラ【手―ジ 斃2ステ iジ 第3ステーシ 第4ステージ

新規漂同Bも

1ll任 研～言手研 音手研以降～ф撃る「 中堅61以 障～ 15年研 15年研以1年

1～ S年 自 6年目～ 11年 目 12年目～ 16年 目 ヽ7年 目～

新規採電子只員として 字習
馬lgや生健情導

‐
書の墓硬e」 な

いI貫 を理解している

観衛の―員として叡蒼汚璽D

歳震関呟 字習層!gゃ 生徒1旨

嘔書の冥餞力を磨く

ブレミトルリーダーとし
て、組裔運営に参画したり、
学習悟ヨや生藍馬ヨ等の著間
性を高めたりする

ミドルリーダーとして、そ趙
鶴,運営

=催
達したり、学轡悟

ヨや生熊悟ヨ毒の高度な
~異
畿

を康開したりする

組鶴lの リーダーとして、積

懐aれ に学校鰹目に参画した
り、争習l旨ヨや生霊馬ig書に

おける高原な′目こ力を多只箇員
に広げたりする

(1)
教圏に財要な素蟹

A
法令遵守

人篭雪量の 1薗 I印

落令運守の1吾 伸をヨに付け
ている
人権意F、 人1ほ 隠寃を身に

はけている

遠令題qの
1目神

=踏
まえ、自ら範を示すとともに兒こ生jEに

lロ ヨすること,〕
〔てきる

人電露雲に基づいFぃ環童生徒理解をし、指導するととf"に、
学授の人健チ双膏催遺のために,動することんlで きる

送令重守の罐神套瓢購員に馬習することがてきる

学校の人に叡雷壱企画、離遣することができる

8
珂人関係能カ

社会雄

lu雪 とコミュニケーシヨン
を図りながら、自らの課題解
決に努めている

自分や字紛の月重笙にのl県

題を認議し、管理苗・向僚に

憎E発しながら解決にドaコ けて行
E]す ることができる

学年 (字授)で生している

課鐵をFel目 し、管理菌・口I瞑

に相鋏しながら解′スに商けて

行霞Dすることができる

字授全体に関わる課題をl巴

屋し、子只瞼員の憲見書をとり
まとめ、実効策を示すことが
できる

争横内外の課題をle颯 し、
その譲題解′央に向けて、事女畷
員に拒Ca′〕言をし、ヨ文雷に男
めることができる

C
RE生徒への愛情

叡簡に対する便命感

叡膏公I秀 員の使命をl里解
し、児三生健への執膏的霞幡
をもっている

瓢育公務員としての自党の
もと、児二室健への叡脅a旬 雲
膳と字び続ける憲欲猛tら、

'日

緻の一員として行動するこ
とができる

叡雷公務員としての自1見の

tと、児亘生jEへの多女膏at震

I膏 と学び続ける重欲をもう、
組籍密 ヨ「する口きができる

謝膏公協棗としての深い自党のうと、児童生にへの多只膏0コ 因

幅と宇び続ける憲歓をもち、組籠の0議と行動力を局めること

ができる

長崎県への綱
`主

震

:)、 るさとの特色 (lttI望 、歴
史、支1ヒ 等)を 理解し、愛琶
をもつている

長崎県や自分が住んでいるl也壕に語りをもにせ、そのよさぐ

課題について宇習を仕▼恩むことがてきる

(2)
ヨ`投運奮

運 lえ・ 協働

E
組燭運営カ

同僚は・協働性

学観19任 の基本0(」な役割と
臨努内容、学校組霞や観協分
3雪について燈解している

学後写択脅目標を理解すると
ともに、字級縦奮及び多又科経
営の方針を策定し、同餓雄や
協団雄を発l璧 しながら、実験
することができる

宇撥駅落目ほを理解すると

ともに、学級艦雪、子択科経営

及び学年筵営警の万針を策定
し、同緻性やla働性を発揮し

ながら、l員極aOに冥陰するこ
とがてきる

敦奉H鱈自や黎E轟還會におい

て、伺I寮怪や協勘世をa真成す
るとともに、その実霞を評価
呟 改語につなげることがで
きる

双不H霞 富や組篤I適目におい
て、同l量強や協働性を麒成す
るとともに、その冥麟を評価
し、観きにつなげたり、多只1■

員に指ヨ切言をしたりするこ
とがて喜る

保議者・ .〔u践・関係戦
関善との連尻カ

保護者、lむ Ы、Ba係 I徴 関篭
との連際の跡要性及びli]優 lの

l士 ′Jを曖解している

保軽音、畑瞬、関係機関害
と積極a]に瞬わり 1山薗とと
もにある学授の―員として、
建廃・ ::働 した対編子をするこ
とができる

県騒音、lel要、関係機関辱
とI声 獲euに 関わり、地l!〔 とと
もにある争授の1クスとして、題

協・ 協働した刺心をすること
がてきる

「地1■ とともにある字授」の実l見 にFロコけ、1黒置雪、地上襲、関

係概間等との通l据・ lE]働 のネットワークの確立ができる

G
危観管虔能力

学校保霞父全法に墨づく、
電慨管 l軍 を含む字級安全の目
l」 と具体白つな H支組を理解して

安全に配Fe助こ多支室隠環警
の聖傭と、危機を寧メlした曝
の迅速な運ISができる

危機を
'′

R」 した未
'′

AヽO上の
ュRttaと 、危機を察対した

'ユ

1の

迅速な重18がてきる

危機を予測した未Prヽ

'F上

の
取イaと 、危機の早期発見、早
目』ヌJ店、のH又網を行うことがで
きる  .

燈鵡の未然随止のF_めの‡□
観0口 対廟、字

`共

編r見の顔本色0
改き及び危機の再発防止の取
組を確道することがてきる

(3)
教言漂 r皇

学習悟導

H
事沢樹寺に関する

剰講・ 敦震

湾当する手双慕善に関する堅
躇a荀 ″8議 をaに付けている

X]当する数不H等 に関する矢l

疑を高め、馬BIこ 笙かすこと
がてきる

l口 当する手只利等に関するこ
的euズl議 を身に付け、′旨ヨに

生かすこと/〕
tで きる

|口 当する致和等に0け る喜PSttE高 め続けるとともに、宇 ,」 (

の学習lロユB上の課目について、叡職員に馬BEぬ 言をすること
'〕できる

段葉悟想カ

字習I口B要領の内容やカリ
キュラム・マネツメントのこ
えメうを理解するとともに、侵
葉場面にだlした猥長設計の,3

法を身に付けている

マ7、 ジメン
カリキユラム・ マネシメン

トの看え万を生かし、地域の

人材善を,壱用するなどして、
学習 l日奪軍振及び氏二主腫の

実懇に基づいた指嘔計画をlF

成し、深い争びの実現を国る
単元や段業の組み立てを工夫
することができる

字習IB壱 霞鑽及び自機の特
色に基づき、地残との選臓・

畷動を図つて、カリキュラ
ム・マネツメントの号え万を
生かして悟導計画を立票 し、
冥

`騒

することができる

学習fヨヨ要領及び自校やlu

蹴のヽ色に応ヽしたカリキユラ
ムを雪え、具体1ヒにla‐」けて取
り組むことができる

」
慢紫展

'ロ

カ

慢崇晨関にy要な墨霞G樹 ス
キルを理解するとともに、i団

:ヽ′∫手真材を′活用する堅硬Gう な
能力を身に付けている

児重生徒の霙題を踏まえ、
基礎a」なスキルを向上させる
とともに、通切な叡材を活用
した段業を晨瞬すること

'】

〔て
きる

学ヤk｀ の課題解決を図るため
の晨箕展鶴を工天呟 腰■ヨ文

書に向けて叡議員に,目 要E′つ言

をすることができる

(4)
学触縦密

児
=生

徒理解

生徒指導  等

K
集団づくりのカ

埋起とする字級像をもち、
児重生健の発,と 醸1曽 に圧1した
集旬のこり方を理解している

宇組の児菫室健一人一人の
実態や学級の誤題をl足 え、
回々の自立を配し、お日互に高
めSう票団づくりを目指すこ
とができる

学年全体の児
=生

健の実態
を,B腟 し、より望ましい輿〔重
づくりを組簡0(]に 超めること
ができる

学

`克

全体の児量生徒の実態を18燿 するとともに 課題|こ価し

F_剤扇策を提案味 冥長完することができる

L
児重主催 I雲 解カ

教君lganの慧曇や理論、り
要な昼

`層

e樹 知謙 (カウンセリ
ングに盛亀する基礎色〕事柄を占
B)を慢解している

ユタ膏栂談の基礎的なスキザレ
を身に付けるとともに、鳴重
生健に膏り誘い、気持ちや行
亜】の背景を建震しようとする

叡書re談や日宿の観察を通
して、見重主艇の気埼うや行
日との髯雲を1里解することがて
きる

J又青相談や日常の観察を通
して、児菫主にの気情うや缶
勤の背景を多様な角度から霞

解することお【てきる

M
個属」の児重生徒への

対応カ

児霞生徒のlA況を把健する
ための基

`層

0樹な事項や板ぬ外
の通協も3め に対価のこり角
を1里解している

回々の児童
=jそ

の哄,兄 を躍
解し、先H数員からの鳳a言を
受けながら、状況に応した週
切な悟壱や支盤をすることが
できる

回々の児重生徒の状況を理
解呟 周僚とlEI力 しながら、
快′兄に応しF適切な馬導や支

眠をすることがてきる

回々の民重
=臣

の状況に応
して通切な悟gゃ受,嵐 をする
とともに、保巌書や他軽!園 と

凛臓し、笙便指導体需」を悟築

することができる

指鬱や支眠がり要な見H生
にへのメ」廟′う霊1を立て、l兵議
者やl日 は提関と運際を国りなが
ら、空健指g体制を:強化する
ことができる

N
児重生徒の 1雪来を

言電「,カ

キャリア教膏の意襲や'雪 え
ら及び

'ロ

ロのこり方をI望解
し、児二主にの夢や1霞れ、志
Etttコ うとする憲歓をもつて
,ヽ る

キャリア叡膏の「月薇をもつ
て、児童生徒の蓼やl霞 れ、高
を着む争習や体験を世

“

諷0こ
とができる

キャリア数百の,見点を'S,
て、児重生にのをや恒れ、志
を青雪字習や体験を深化させ
ることおlてきる

学校全体のキヤリア叡青を

歴達呟 全機の′=E三 生jEの 夢
や慢れ、高を雷a学轡や体験
を企画、宴麟することズ〕lで き

学校全体のキ,リ ア叡冒を

確通し、その意員や方法、評
価の巨り方害を双I硝 員に浸透

させることができる

(5)
特月」支選手夕青

O
特肩」な配慮をは要
とする児童主健への

'日

~琶カ

小
中
高

崎居じ支,H激青の憲露や発還
障害等について墨礎的な事頃
を理解している

発達障害雪の障害掲雄や烹」
懸万送についてl望解 し、個々
の14審 に対する適ヒlな対価を
Fう ことができる

la々の障督に刺して適ヽ Dに

対応するととて,に 、崎別支援
叡喬のと里念や意雲を全体の教
語に反限させることができる

保=額 琶ゃ蘭際は関春と霊l据

呟 1団別の対応を充
~兵

させた
り、学技の輛届」支,騒 子賣膏麻制
を悟築したりすること力〔てき
る

口贈Jのヌ]Fuに ついて多又1頌 員
に掲導Iも 目をしたり、中核こ

なつて学観の石削受盟事只膏体

制を強 fヒ したりすることがで

き る

衛

崎BJ支張キ〕〔膏の憲穏を曖制
するとともに、障害種につい
て墨礎aOな知議を身に付けて
,lる

障督↑う性を理解呟 届々の
,こ 道l索題について適切な,E握
及び刺るをτうことがてきる

〔譲々 な峰奮に対して理解を
深め、発重l果題に応した指憾
計画の立察、改と及び指導や
支腰を題りに奪うこと力〔でど
る

檬々な障害について高度な
もPSagttl ttt楢 鬱力を情う、
中核となつて偏居J支腰多又膏を
確連することがてきる

(6)
ICTや 情報・ 教育
データの不」,占 陶

P

'Crの
利′る用

硝,R活用能力の言成

完五
=FEの

案鱚に慮しFヽ寮質・

lヽに和お鳥した観婁 E晨関すると

率化と叡習馬勤の質の改轡につね

げることができる

叡露洒重t皇 ,Sを通して員貰・ 軒

力の弯成を〔ヨ悟し、 iCTを 超け

にlHJ活 用 し、翻職 el」 〔嚢葉改雪石

務の情報ftを鷹遭することがてお

切に利遇月]した勁票e」を猥業を目

穂するととこに、授務全体の情報

しを国り、効車化と教言活動の関
の散薔につな

'す

ることがてきる

Q
子父青データの禾J馬 臓〕

叡 言 テ ータ の 適 】ヽlな不」活府

Eつい て 、 基 礎 的 な抹OI磁 農U
険鶴 を身に付 けている

S観 システ▲害の叡冒デー
タを下」暦用して、よりよい寧
びの創出を目す旨した慶葉冥艤
等を行うことがてきる

r子 樫システ△著の数言デー

タを寅登生徒の冥悪に応 して
適切に不〕活用 して、よりよい

学びを創lWす る隈妻実騒雪を

行うことがてきる

ム等の教育 データ を児二生
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視  点

第 Oステ ージ 筆 コステ ー ジ 第2ス テージ 第3ステージ 第 4ステージ

新規採用睛
初任研～石手研 君手齢以降～中堅も舟 中堅研以

'等

～ 15年耐 16年研以降

1～ 5年目 6年 EI～ 11年目 12年目～ 16年目 17年 1ヨ～

れヽ規保需教員として、蜜趣
教諭のBFE領 域における隠場
や生徒悟暉等の昼饉 e旬 な事頃
を理解 している

籠鸞の一員として教育活雲a

を展開 し、霞議叡面の零門領
観における闘務や生徒ltta等
の実践力を悪く

プしミドルリーダーとし
て、組苗運営に鬱画したり、
養な質叡諭の壱「 ]掘 藪に爵ける
囲務や生徒脂習等の専Pヨ 性を
高めたりする

ミドルリーダーとして、組
驚運営を経選したり、登腰叡
諭のご門領lξ lにおける箇務や
生徒lE!g等 の高度な実践を展
開したりする

組l爵 のリーダーとして、横
極aJに 学板経営に鬱画した
り、無:重 裁諭の専「雹碩瑛にお

ける周謗や生徒にg善 におけ

る高雇な信専力を叡鶯員に医
I'た りする

(1)
教職に嚇要な系登

A
落令運守

人種尊重の網神

法令霞守の絡神を身に付け
ている
人権意識、人種感党をBに

付けている

濃令i雲 會の絹神を踏まえ、eら 範を示すとともに児重生徒に
l日導することができる

人tほ 苺重に基づいた児重生徒理語をし、指`gするとともに、
学校の人 Iほ 教電健連のために行礎Iす ることがてきる

法令琶會の1宿 ?中を教瞼員に指響することができ
争使の人権教育を企画、終進することお〔できる

る

8
対人関係能力

社会性

ltu者 とコミュニケーション
を図りながら、自らの課題解
決に努めている

自分や児顧生往のこ彙題を調
麓し、奮 f里 隠・ 伺僚に相談 し

ながら解決に向けて行動する
ことができる

学年 (学校)で生している
譲題を手8握 し、奮哩隠・ 同l景

に相 E‐炎しながら解決に向けて
行動することができる

争授全体に関わるB興凛を肥
層し、教踏員の意見書をとり
まとめ、実効策を示すことが
できる

学校応外のと霙額をl巴優し、
その課題解′央に向けて、子双面
員1こ lg導勝つ言をし、改選に努
めることができる

C
児a生徒への愛l胃

敦母駐に対する十更命懸

事父青
′△`務員の 1東 れを理解

し、児童生徒への叡脅的疫情
をもっている

取電公務員としての自費の
もと、児菫生徒への写女盲00重
↑君と学び続ける薫歓をもら、
組範の一員として行動するこ
とがてきる

多又雷公務員としての自!電 の
もと、民重生徒への子費奮的鑽
憎と学び銹ける意欲をもら、
組鶏を牽ヨIする働きができる

教膏公務員としての深い自党のもと、見重生徒への叡膏aO憂

情と学び観ける意欲をもち、組籠の意識と行動力を高めること
ができる

D
長爛県へのlEl■愛

lヽ、るさとの特邑 (lt理、歴
史、文化等)を l雲 解し、震著
をもっている

長弱県の特eを理解 し、そのよさを貝三生徒たちに伝えると
ともに、自分たちが住んているよむ1:。1の よさやと黒題について取り
上げることがてきる

長碕県や自分が住んている鼈Ыに語りをもたせ、そのよさや
保観について宇習を仕イ(Bむ ことができる

(2)
学校運自

運混・脇働

E
組織運営カ

向僚性・ 協 l動 性

霞と蜃教taの基本的な役割と随
務内容、学授鱈蔚や較協分寧
善について [里解 している

学祇`多只竜目標を理解すると
ともに、字硬保健にかかる活
壼′を計画し、同霞性や協値J性

を発′奪しながら、実艤するこ
とができる

事役季只百8憬を理解すると
ともに、学校保健にス)｀かるお
勁を:1画 し、周僚性や協優】性
を発屋 しながら、 l員

“

極的に実
践することができる

争綬l票健に

'〕

か`る

'3憂

llに お
いて、周候にや脇値l性 を誤成
するとともに、その実践を評
匝し、改善につなげることが
できる

学tttl黒健に,)｀ かる′吾動にβ
いて、同 I家性や協傷l性 を雲成
するとともに、その実践を郭
儘し、改善につなげたり、事又
H観 員に指習aコ言をしたりする
ことができる

F
保i蜃 者・地域・ 関係機

関等との建臓カ

l果護者、地域、関係概関等
との連腐の好蔓性浸びlE]働の
仕万を塵鮮 している

保護香、地域、関係機関等
と「Rtte」に関わり、地Ыとと
もにある学∫支の一員として、
,重 協・協働lした烹」応をするこ
とがてきる

保護者、地域、僣8係 I離関害
とl貴 極的にB8わ り、地域とと
もにある学校の核として、運
,舞

。協ぼ】した対応をすること
がてきる

「 1也 域とともにある学↑父」の実現にF。コけ、l黒 :豊者、lu域、関
係機日も等との理尻・幅1動のネットワークの確立がてきる

G
危十歳管理能ぬ

学本支保健安全法に昼づく、
危機曽 l雲 を含む学校安全の国
的と具l本的なヨ東組を理解して
いる

安全に酉こ慮した教室躁虎等
の翌隠と、危機を察抹llした曝
の迅選な連絡がてきる

危

`′

颯を

'Flし
た未豚随上の

取組と、危機を察矢0した ,環の
日遠な連絡ができる

危機を予測した未然防止の
観只組と、危機の早期発見、♀
[〔 E刺 廟の取組を行うことがて
きる

電機の末 ,7｀防止のための組
織 0(】 対応、学校環境の顔本 0(」

慰彗農び是t撤 の再寿防止のRR

組を確進することができる

(3)
重護多只諭の専P□領壊1

におけるH§務

H
保健管理

学校保罐安全送を理解する
とともに、児軍生徒の冥懸把
屋の墜要性蒼認識し、保健管
理を実態できる基礎的なズ(議
を身に付けている

児重生徒の健康牒題を,8握 し、課題解決に向けて取り組みな
がら、題切かつ円′骨に保G霊管理を実酵やすることができる

l呉 健管理について中核的役
副を臭たすとともに、保健 I言

報を総台at」 に評価 し、樫握 し
た健康課題の解′央に向けて組
瑚的対応ができる

争検にご3け る事件事故・ 災
客に備えた取急体制や心のケ
アの支,置体おJを 蜃選えるなど、
l貝 健管理について学技運営に

参画することがてきる

保饉教育

字習憎尋妻領のぬ容を運解
するとと 3ヽに 、保健叡膏を冥
陵てきる基本的な則蔵を3に
付けている

学習に導要観を踏まえなが
ら、霊額多双諭の専

'日

性を生か
した候健多夕言ができる

貝三生にの発連設贈 うヽ健康B梁題に応して、事女↑必を工大し、関
係贈員等と連縄しながら、勁票的な保健教育に取り組む事がで
きる

保イ霞教育について、教脅課
程の編成 実ヽに鳥・評価ともと
に全体計画を作

"萩

することが
できる

」

健康相談

争

`費

保健安全送を曖解する
とともに、虎ヨ主徒の実態肥
屋の必要性を認識 し、個原IB

談を実践できる基礎的な剰識
をらに 1寸 けている

健康診断の鵠票や日常の保
隠室来宴状′兄等を踏まえて、
Iuの数贈員と運際しながら月
重生縫の発重段階や健康ζ果題
に応した健康穏談ができる

月重生健の心ヨの健康課題を総合a切にとらえ、検内支l屋体制
の,モ実にf。コけてコーディネー

`フ

ー的な役割を興たしなつtら 、宇
較医等の辱P号 贈やI黒 護者、l'む域の書FB機関等と蓮悔し、適切に
対応てSる

見重生徒の心号の健康課題
に関して、平只購員に対し皆鬱
a旬 役eJを票にすことがてきる

K
l冥健室経営

学校 I黒 健安全法による保健
室の役客」やf歳能を理解 してい
る

学校叡膏自標
'ヽ。
学校保饉目

憬などを受け、児重生徒の心
尋の健康づくりを効果Ouに 達
めるための保健室経営計画を
立て、取り組むことができる

保健室経営計画を、多女綺員、保護者等に周知するとともに、
重年 d・平価 (自 己・ lむ 晉)を行い、必要に応 して改晉 しながら、
1日簡 0つ、効果的な l冥 建室伴i営 に向けて、取り継0ことができる

家磨・lul菫 と連携しなが
ら、学校縦富の観点に立つF_

保健室経自を確連することが
できる

L
保健組綺活動

l黒餞組4駐活動の意妻や8
]J、 内容を建解 している

宇

`棄

保1選の疑進のために、
R健 主ξや関係議員等と運腕
し、学校保健委員会等組織港
重Bの 企面」・ 運営に鬱画てきる

児童生健のに康の保衛電進や課題解′央にF。】けて、保1選組綺が
主体G9に活壼〕てきるよう、内容の工夫、改善を図ることができ
る

近憐の学Ⅲ,tと 重廃し、ltu観

レベルでの健康づくりをに遺
することができる

(4)
特

=」

支援数言

M
特月Jな配Fgを跡要
とする児重生徒への

電導カ

小
中
高

崎届」支 :遷 叡君の意譲や発重
博客等について基礎的な事頃
を震解 している

発運躊密等の障害特性や対
寛テ1万法について理解 し、口々
の障雷に対する適切なメ可廟を
行うことができる

個々の障害にヌ」して適 t,lに

対応するとともに、崎居Jttl長

多又脅の鯉念や意素を字僚 l票 健
にかかる港勧に反曖させるこ
とができる

,R護晉や関係t績蜘寺と運縮
し、個8」 の対価をアE実させた
り、学校の埼BJ支服叡君体制
の情禁に参,18し たりすること
がてきる

回居」の対応について多父船員
に指導B'笛をしたり、学校の

篤月」支燿叡膏 ,卜 希」のlt進に参
画したりすることができる

特

篤BJ東 眠数電の意醤を理解
するとともに、障害穏につい
て基礎e樹な矢ll議 をBに 付けて
しヽる

障雷朽性を

'貿

解 し、回々の
代ィ兒に応して適切な19屋及び
刑応を行うことがてきる

篠々な障密に対して理解を
深め、個々の状況に蘊して適
研に対応を行うことができる

多父碕員、俣韻き もヽ関 Ittl歳関
等と運I痣 しながら、口々の対
応を充実させるとともに、特
周」東候多只音を確遠することが
できる

標々な

'景

吾についてB'ユ的
矢0識と指習力を喬ら、教Hα員
と運悔しながら特居」支援有を
に進することができる

(5)
ICTや情報・数育
データの利活用

N
ICイ の利活用

情報活用能力の百成

した賓質
子父百iき 翼】全 l本 を】Bして資質 盛

るの言成 を目 ,き し、 lCTを Ou

ることもに l,(務 の1目 IR Iし を図
り、財革イしと双君 E,動のマヨの報ヨ
につなげることができる

改琶を行うととf.に 、字慢†Etae

'ド

て職務の帽報化十Elirヽ億すること

O
子賀青データの利活用

多只薦データの通明な示」活用
につい て、基礎 a句 な家G議 晨0

「貢鵡を身に付けている

各種 システム害の 数
夕を不」活用 して、よ り
どの割出を目指 した 保
雪を行うことがてきる

君デ ー

よい争
Ett Hヨ ヨ

S鞭 システム雪の叡君デー

'を児重生饉の冥起に 1ぃ して通 Dヽに利
活用して、よりよい字Uを動出す
るl彙健掲鬱雪を行うことがてきる

雷種システム警の教育データを虎重生徒の冥悪に応 して進砿
に不」活用 して、よりよい字びを創出する俣(建 lg響寺を学横組鏡
全 ,ヽ でに進することができる

長崎県 登護教諭としての資質の向上に関する指標 (令 f、】6年0月改訂)

職 岳 校 種

養護多女諭 小中高特
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長崎県 栄養叡訥としての資質の向上に関する指標 (お 和5年O月改訂)

職 名 校 種

栄登教訥 小中特

※資資・能アDのうち、 (1)～ (3)は学校栄霞職員採用後の経験年"叡に基づくステージとし、 (4)～ (5)「 よ朱霞I又諭l工 用畜え後の経験年取に基づくステ

ステーシ
(求 められる姿)

視   点

電 Oステ ー シ 第1ステージ 第2ステージ 箋3ステージ 第 4ステージ

新央見漂用C雷

初に研～壱手研 言手研以E争～中堅研 中撃研以

'筆

～ 16年
`1

15年 研以降

1～ 6年目 6年目～ 11年 目 12年目～16年自 17年 自～

新規採用字女日再員として、
争授捕窟管[璧 や食に関する
1目電等の墨

`驚

白0な事J真 を
`里解している

縄:駐 の一員として字夕膏B
動を展開し、字授

'S食

管理
や食E闘する落毒等の冥陵
力を目く

ブレミトルリーダーとし
て、組綺運営に歩BCした
り、学校総禽管理や食におも
する手目B雪の毒

'3性

を高め
にりする

ミドルリーダーとして、
組観運営を催遠したり、字
史ヽ熔食雪理や食に関する悟
口害の高度な案践を展開し
たりする

組語のリーダーとして、
嶺極的に字

`環

鰹富に窃力0し

馬写ち摺督撃β富浮彗暑岳
な湾鬱力を多只随員に広げた
りする

(1)
教職に防要な素震

A
法令遵守

人事霞専壼の編神

法令目守の編?甲 を身[付
けている

人I憲想路、人権感貸を身
に付けている

落令遵0の絹神をこ督まえ、自ら9Eを 示すととうに虎重

生館に悟gすることがてきる
人慣藝aに基づいた民鼠笙歴理解をし、指:gするとと

もに 字殿の人権教育艦遺のために行奎ιすることができ

濱令霞守の構tゆ を教歯員に悟尊することができる

学校の人t窪多夕百を金箇、ld進することア〕lできる

8
対人F,覇 係能力

社会性

自らのと彙題解決のために

ている

自夕〕や児重生健の課踵を

調議し、雪I璽贈・同霰に,日

談しながら解′央にfロコけて行
E,することができる

学年 (学校)で生してい

る課題を把握し、管理誦・

司僚に19談 しながら解決に
向けて行勤することがてき
る

学校全盛に関つる課題を

把優し、事夕裔員の意見著を
とりまとめ、実効策を示す
ことができる

学後内タトの課題E肥握
し、その課題解決にF。コけ

て、多貨騒興に指鬱日う言を
し、改雷に努めることがで
きる

C
児童生徒への愛↑膏

ヂ子又博に対する便命感

数蒼公務員の便読を霞解
し、児重生症への教脅09愛
l脅 を宅つている

多父言公務員としての自党
のもと、児童主健への教育
e,愛情と宇び籠ける憲歓を
もう、組範の一員として行
動することができる

教青公務員としての自寛
のもと、児重生うrへ の叡脅
的霞情と争びユ′売ける懸歓を
もら、籠節を牽ヨ1する値打き
ができる

長崎県への,田 i疫

lぅ、るさとの1寺 e(過 1里、
騒貿、文化等)を l聖解し、
憂督をもつている

長飼県の1寺 aを l望解し、そのよさを児壼生徒にうにE
えるととこに、a分たうが盛んでいる地l螢のよさや誤騒
について取り上げることができる

ょ愚蝙最遇尼3「専与蕃撃&選 BE遷拿写選ξ
せ`その

(2)
学校運営

連廃・ 協lS』

E
組縄運営カ

同僚it・ 協lttl性

宋景字夕鏑の基本alJな役割
と臨務内容、学校組籠や,,t

協分寧幸について1要際して

字報多翼青自l▼ を目解する
とともに、学校43良督I里 や
食に関する指□等の,ヨ釜ヤを
策定し、同僚性や輪働雄を
発rしながら、冥騒するこ
と

'〕

て`きる

学機教君91原 を霞解する
こともに、学校絡食雪運 心ヽ

貪にE亀 する悟ig等の万窃|を

策定し、伺憬性や協霞,悛を

叢写堂eど岳モ豊即
切に霙

宇慢輪食管理や食 にビ患す

る拮珂において、同 霞性や

協懐】性を隠成するととも

に、その~兵ユ余を評価し、骰
きにつなIすることができる

学校盗食奮 I望 うヽ食に関す
る指ヨにおいて、局 I環 憧や
翻働性を鰈成するととも
に、その実践を評価し、改
晉につなげたり、子父尉員に
指導風D言をしたりすること
がでどる

F
保譲蓄・ 地 I。■・ 関 1語

破鶴等との連携カ

保篠き、l世〕曽、関係悩ea

ξとの】菫握のコ璽雄を霞解
している

僚1璽 雪、地域、関係機関
手と機種色9に開つり、地

",とともにある学校の―員と
して、週略・隔働した癌懸
をすること心(で きる

1黒騒音、lu虜、関係機関
Ct積極的に開わり、lt,域

とともにある学校の核とし
て、運l億・陽elしF_期 衛を
することができる

虜、浅綴塩萬暮E協自震ギ志8喬景ラPBとう協議と撃
てきる

G
危l段雪運能力

安全確保の霊長櫨及び危
I観を察対した際の基本的な
行動を1望解している

家全に酉E慮 した叡重目1見

手の聖嬌と、危機を窯兵1し
に隠の迅選な理絹がてきる

危t麟を予′RJした未黙崎止
の取組と、危機を傘知した
電1の迅選な煙縮ができる

危曽を予測した未然

'E止の取組と、危磯の早期発
見、早蜃lttЯ Iの 取畑を行う
ことア)〔できる

危機の未然防止のための
ζ雲置的ヌ0応、争様隠碗の振
本euP収彗及び危P藤の再発妨
止の取組を建道することが

てきる

(3)
学校総食管理

H
栄驚管理

字校絡食の役g」及び適切
な栄螢管理について霞解し
ている

字故総ミ栄霞基準に基づ
き、食品福成を!雪 えたれヽ立
をl午成することができる

字板篤食に地場度品や鯉
■刹 I望等を属文り入れt生 き
F、事只材としての市よ立を11:碗

することができる

児至生徒の食生活状況を
旧屋し、適ヒlな共資督理の
とてlむ l襲の食

`必

を主,〕 し`な
,〕
〔ら、魅力ある猷立のlF成

を行うこと

',1で

きる

児童室健の隠康誤透に対
6した適切な栄震雪鰹の上
で、地顔の食材を使つた生

きた取材となる南A立の作成
を行うことができる

衛生管
`軍

衛生管理の重要確及び適
ЧDな 衝生雪霞について煙解
している

字崚皓食萄生管l望 昼筆に
基づき、調埋従事言のlRI

生、髄設設臨の筍生奪衝主
雪霞賣E書としての葉夢男E
行うことがてきる

争横鯰1賞 筒生雪 :璧墨車を
1里解し、溺I目従事告の衝
主、lG證設鳴の衛生_手 、僻,

笙管理費に香としての長務
を行うことができる

衝生曽迎雪として、施理
従夢雪への衝生管理,旨 雪、
t色設設偏の改善及(I良品の

俺生督煙を瞑1巨 aれ に行うこ
とができる

衡生管理において通切て
ない事懇の早期発見・ 早朗
対応に向けて工夭・改書し

ながら、綬
'ユ

のla力 体制蟄
偏.を 行うことができる

」
謁l里悟響その他

争枝協食の開建、配食及
び鉤受選定、雨證・。殺嬌の
縦馬管理雪について理解し
ている

9`受 緒食の:隠 I驚 、配食農
【J飩設設t騎 に関し、,旨ヨ働
目をすることがてきる

地場崖集雪との鶴連を雪
えて、学校結食物要の選
定、電活入、1寅収及び保雪に
ついて適正に行うことがで
きる

食切アレルギー雪′B霞 生
徒の実懸に厠した調運lB

e、 日′つ言を行う。刺だlに癒
した髄設・設隠の管曖を行
うことができる

食1カ ″ tンルギー毒児重生
従の実懸に懸した調鯉馬碧
や射廂に通 しF_臣設・ 設隔
の管理においてl目導 a〔,役割
を興たすことができる

(4)
拿に簡する焙覇

K
教科等掲 'こ

g教科害のねらいを則
り、食に関する指導の Iヽ置

けけを明確にした悟導を理
瞬している

計亀選曇蔦貿E員磐ε署野旨ェ異壕躍詈目
指導と評師の 食奮全体B十団を踏まえ 数料警のねらいを選成するた

めの食に関する情雪について、薯「且的立場から適切な悟

導aDttЁ することができる

L
遠擁・ 協優〕

民重宝,Eの 案想や学|■ユ択
目目瞭に基づいた食膏全体
lt函馨の立案を理解してい

る

画蜃選缶蜃9F餐響軽援毬高足躍橿写gど[尋尋自電
計案E子蕎錘寝琶聾B:標謡目尋電長〒冨燃伝闘と昌侵3

た食膏をl饉遭することができる

M
回局」48訟 悟g

興団や回の食に関する謀
題を肥l屋 し、発運段階に癒
した層ヨについてこ里解して
いる

集団や優の食に関するI票題を把握し、発運識階に節し

た

'旨

を事を行うことがてきる

集団や優の禽に関する誤題を把握 し、発達段9目 に庁ュし

た悟'口 を関係雪と運協して行ったり、岳き計画の改目を

図つたりすることができる

(5)
ICTやキ膏車騒・教育
データの不」活用

N
ICTの不J活用

渇報,も F8能 力の膏成

資質 資賞 。ヨヒカの膏成を自層
し、 lCTを 不1」 お向した食
膏を展開するとともに、

`父務の情報イしを図ることがて
きる

虎重生iEの実態に応 した
棗質  能力の百尿 を 1ヨ ト`
し、 lCTを 通七をに琴」活籠
した食君を晨鶴するととt
に、授協の情報化を図り、
財革∫イしと叡壱,苫 動の資の'タ

晉につなけることができる

児重
賢・

した ,D興

を通し
を目 Iヨ

て コ

質

l砕 】亀す る
Hけている

0
叡々データの不い3「B

叡脅データの面V」 ′d刊
'ご日について、昼

`窟

色つな矢dれ
及び績熊を身に付けている

各電システム等の教看
デニ,をれJ活用して、より
よい学びの電,出 を9,日 した
良に関する,目彗毒を行うこ
とができる

岳 I霊 システム等の叡

悟!g雪 を行

て言協老亀三台ε巳評豪万反呂ξ5詈昏臣鋸聾E階
る悟習

=を
字横錮癒全

'卜

て府連することがでミる
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求められる姿

卒見  点

学校の最高責任者として、校務をつかさどり、所
属職員を監督 し、学校経営を展開する 管理H員として取り組むべき課題

(1)

島

い

識
見

A

=文

育理念
人間理解と深い洞禦に基づく事夕育理念をもら、その理意の実

[見 に向けた学校経営をすること
'〕

〔できる

B
社会的卒見野

時代の変化をとらえ、国内タトの重!向及び教育行政 1低乗等の内
容を理解するとともに、学校経営に反映させることができる

C
児重生徒への愛傭

叡瑠 |こ対する便命感

管理隠員としての深い自党のもと、県民、地観住民、保:璽

薔、児童生徒等の願いや期待を受け止めた学校経営をすること
ができる

D
長幡県への郷主愛

地域を理解 し、その実態を踏まえた、「 夢・ 慣れ・ 志」を雷
む多実育活動を展開することを通 して、心るさと長嗚県に語 りを
もつ児壼生徒を言成することができる

(2)

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

E
ビジョンや目標の

設定と検証

自校の現状を適切に分析 したうえて、ビジョンや目標を設定
するとともに、その

~兵
現に向け、教輸員のよさを生ダ〕`した組織

的運営や進捗管理をする とともに、その検証を行い、改露を図
ることができる

F
服務管理

運會すべきBF務について、通電Dに悟辱監晉をし、コンプライ
ア ンスを徹属するとともに、個々の「b暑の健康に配慮 した学校
経営 をすることがで きる

G
人材 育成

固
'マ

の教職員を適正に評価 し、その能力や課題に応 して括輻
するとともに、次代の

=文

書をt日 う人材を発用し、計画的に膏成
することがてきる

の教職員の能力や課題の適正 な把握
日々の指導の実践
の継承

と の

教育

と活用
や地域団体等との連携

校の実態に応 した学校安全計画や危機管理マ

ルの作成

けた各方策の教駐員への周知

じ 体罰及びハラスメン トの未然防止

く予算編成 と執行
等効率的・ 効果的な事務処理体制の

ス ト意識等に関す る教盤員への指導

監査 による適正な執行管理

「社会に

P サ イ ク ,レ I=

メン ト
・対話的で深い学びの実現に向けた不断の

力 と

把握

対応 力の向上
・支援体制の強化
や警察、医療等の関係機関 との連携
しめ防止基本方針」の定期的な見直 しと実践

推進
「ィンク,レ ーシ シ ス

ニー ズに沿 つた対応の

テム」の構築
び特別支援学校 との運

支援教育の理念のI里解
の障害の状況や教育的ニー ズに沿 った専門的

イ ルーシブ教育 システム」の構築

関係機関及び小・ 中・ 高等学校と

セ ンち:― 的機能の発揮

の

の

データ収集・整理・ 分析・ 共有
エビデンスに基づいた客観的判断 と経験に基づいた

専門的判断による意思決定

H
フ アシリテーシヨン
保護者・ 地域・ 関係

機関等との運残

「 地域とともにある学使」の
~柔

現に向 1,、 保。こ重者や地域住民
等の意見や要望等を把 l屋 し、的確に対処するとともに、学校内
外の関係者の教育活雪lへの参邁0を l足 し、 ,卜 きB人材を適切に沼用
しながら学校の教育力を属めることができる

!

危機 管理

学校安全の確保に向けて、学校安全計画や危機管理マニ ュア
ル等をコ墾隔 し、危機の未黙防止と早期発見・早期対応の取組を
組イくlttuに 行うことア〕Fてきる

」

事務管理
学校経営方針に基づき、効率的・ 効果69な 予算編成や事務処

理をするとともに、通正に執行管理をすることがてきる

K
教育課手里の管理

日′マの授業実践や校内研修を充冥させ、PDCAサイクルに星
づくカリキ ュラム・ マネジメン トや主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた眼業改詈を図 り、「 社会に関かれた教育課程」
を

‐
実現させることができる

L
生徒指尋
子支膏本目談

生徒指導上の諸間騒や、児童生徒の悩み害に対応できる教F哉

員の能ノ3を高め、校内の

'旨

導・支,震体制を機能させるととも
に、跡要に應して関係機関との運廃を週切lこ図ることができる

M
特 別 支援 教育

い

中

高

崎 B」 支援事女青の理念に基づき、固々の状況や教育的ニーズに

沿 つた叡職員の対応 力を向上させるとともに、すべての児壼生

徒にとって望ましい教育活動を展開てきる体名lを機能させるこ
とができる

特

崎月U支援多夕言の理念に基づき、固′マの状′兄や教育ag二 _ズに
沿った教崎員の専PS的な支」応力を向上させるとともに、1也域に
おける特別支援教育のセンターとしての役割を果たすことがで
きる

N
叡言に関する
アセスメント

檬々なデータや学校が 1目 かれた内外霞現に関する情報につい
て ll又築・ コ墾理・ 分析 し其百することがてきる

長崎県 校長等としての資更の向上に関する指標 倫和5年0月訳節)

職 名 校種

校長等 小中高特
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件  名 「子供たちの自尊感情を高める教職員ガイ ドブック」について

概  要 1 長崎県不登校支援コンセプ ト (資料 1)

(1)概 要

本県の不登校児童生徒数の増加を受けて、令和 4年度設置の 「不

登校支援協議会」において、不登校の現状把握 と検証、より実効的

な対策の検討を重ねてきてお り、その中で、学校教職員をはじめ、
十

不登校支援に関わる関係者が、不登校の現状や支援の在 り方につい

て理解を深めることを目的に作成。

(2)内 容

≪基本編 ≫

・不登校 の現状 について
。不登校支援 の基本的な考 え方 について
。これか らの不登校支援について

≪実践編 ≫

・不登校児童生徒の支援で大切 に したい 「10の視点」
。不登校が生 じない学校づ く り～学校 内でつな ぐ～

・社会的 自立につなげるために～学校外 とつな ぐ～ 等

2 望ましい人間関係を育む活動事例集 (資 料 2)

(1)概 要

暴力行為やいじめなどの問題行動や不登校などの生徒指導上の諸

課題の未然防止に向け、学校における教育相談技法について事例を

とおし広 く周知することで児童生徒の自尊感情 とコミュニケーシヨ

ン能力の向上を図ることを目的に作成。

(2)内 容
。「I 問題行動等の未然防止に向けて」
。「Ⅱ 構成的グループ 。エンカンター」
。「Ⅲ ノーシャルスキル トレーニング」 等

3 今後のスケジュール

・令和 5年 3月 末までに、公立小 。中学校、高等学校、特別支援学校に

配布予定。

報 告 事 項 (2)
児童生徒支援課
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件  名
令和4年度第 2回長崎県立長崎図書館協議会の会議結果について

概  要
l F升]催 日  令秀口5年 2月 13日 (月 )

2 場 所  長崎県立長崎図書館 (ミ ライ on図書館)

3 出席者 長崎県立長崎図書館協議会委員 10名

館長、副館長、各課長等

4 会次第  (1)開 会

(2)令和 4年度主要事業実施状況について

(3)令和 5年度事業計画 (案)について

(4)その他

5概 要

O令和 4年度の事業実施報告 (令和 5年 2月 13日 現在 )

O令和 5年度の事業計画 (案)について説明

<主な意見>

Oながさきデジタルライブラリー事業に対する期待 と今後の事業の

充実について

O課題解決支援 と連携 した専門書の積極的な収集について

O市町の新図書館開館前後の支援について

6 今後の予定等

。令和 5年 8月 に令和 5年度第 1回会議 を開催予定

※参考

図書館協議会 (根拠法令 :図書館法第 14条 )

図書館の運営に関 し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行 う

図書館奉仕につき、館長に対 して意見を述べる機関

報 告 事 項 (3)
長崎図書館
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